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１ 政策・方針決定過程等への女性の参画の拡大

行政や企業をはじめとするさまざまな団体等の政策・方針決定過程への女性の参画は、
社会の多くの分野で徐々に進んでいますが、まだ低い状況です。
男女がともに、さまざまな活動に参画して個性と能力を発揮することができ、また、男女双
方の視点を活かして、将来にわたって持続可能で、多様性に富んだ活力ある社会を築くため
に、社会のさまざまな分野で女性の参画の拡大が必要です。

２ 男女共同参画についての理解の促進と
教育・学習の充実

家庭、職場・学校、地域社会など社会のさまざまな場で、誰もが個性と意欲に応じて能
力を十分に発揮できる機会が確保されるように、男女それぞれの自由な選択や活動を制約
する要因となっている意識や慣行などを見直していく必要があります。
男女共同参画についての理解の促進や、男女がともに、個性と能力に応じた職業選択や

人生設計ができるような教育の充実等も重要です。

３ 働く場における男女共同参画の推進

第一子出産に際して約６割の女性が退職しており、女性が希望に応じて働き続けること
ができ、また、出産・育児等のために退職した女性が希望に合った再就職ができるような
支援や環境づくりが重要です。
男女雇用機会均等法などの法制度は整備されてきましたが、多くの職場で、実質的な男

女の機会・待遇の均等が実現しているとはいい難い状況があります。
女性による起業は、多様な働き方の一つとして、また、女性の視点や能力を活かした社

会の活性化のために重要です。
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４ 仕事と生活の調和の推進

長時間労働が日常化すると、心身の健康に悪影響を生じるおそれがあり、家庭や地域社
会に関わる時間の確保が難しくなります。共働き世帯でも、家事・育児・介護等は主に女
性が担っていることが多く、長時間労働を前提とした職場で女性が働き続けることは困難
です。
府民一人ひとりが、仕事上の責任を果たしつつ家庭生活や地域活動なども充実させるた

めに、また、育児や介護等により時間に制約のある人がともに働き続けるために、仕事と
生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現が必要です。
企業にとっても、ワーク・ライフ・バランスを進めることは、従業員の意欲の向上や優

秀な人材の確保などに役立ちます。

５ ライフスタイルに応じた子育て支援等の充実

次代を担う子どもの育成と、片働き、共働き、ひとり親の世帯を問わず、子育て家庭を
社会全体で支援し、男女が共に子育てに喜びや生きがいを感じることができる社会を実現
する必要があります。
子育ての経済的・精神的負担の軽減や子育て家庭の孤立防止等のために、地域で子育て

を支えるつながりづくりや、社会全体で子育てを支えることが必要です。

６ 男性の課題に対応した男女共同参画の推進

男女共同参画は社会全体にとって重要ですが、女性のための施策であると受け取られる
ことも多く、男女共同参画についての男性の理解促進が必要です。
長時間労働等による心身の健康問題や、家庭生活や地域社会への参画等の男性の課題へ

の対応が重要です。
団塊世代の男性の本格的な退職が始まっており、高齢男性の孤立防止と地域参画による

新たな生きがいづくり、高齢男性の能力を活かした地域の活性化が必要です。
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７ 家庭・地域における男女共同参画の推進

地域力を高め、誰もが暮らしやすい社会を築くため、男女が地域のさまざまな活動に参
画し、多様な視点と能力を活かして家庭や地域の課題解決に取り組むことが重要です。
そのために、ワーク・ライフ・バランスの推進による男性の家庭・地域社会への参加促

進、女性のこれまで参画が少なかった分野での参画と活躍の促進等が必要です。

８ 多様な立場の府民が安心して暮らせる
環境の整備

厳しい経済・雇用情勢の中で、失業や低収入等による生活困難者が増加しています。
男女の賃金格差や、非正規雇用の女性が多いことから、貧困等の生活困難者は女性に多

く、特に、母子世帯や高齢単身女性において深刻です。
男性の場合も、高齢単身男性や父子世帯の生活困難者が増加し、経済的問題に加えて地

域社会での孤立による生活困難に陥る場合もあります。
生活困難については、男女それぞれのライフスタイルやおかれている状況を視野に入れ

た対策が必要です。
また、地域で生活する多様な人々の中にはさまざまな人権問題により困難な状況におか

れている人もおり、これらの人々が女性であることでさらに複合的に困難な状況におかれ
ている場合があることに留意して、男女共同参画の視点に立った取組が必要です。

９ 女性に対するあらゆる暴力の根絶

ＤＶ（配偶者等からの暴力、ドメスティック・バイオレンス）は重大な人権侵害であり、
その被害相談者のほとんどが女性となっています。DVの多くは家庭内で起こるために潜
在化しやすく、周囲の人々が気づかないうちに被害が深刻化しやすいという特徴の中で、
相談対応や、被害者とその家族の一時保護、経済的自立と精神面の支援など、関係機関が
連携して支援することが必要です。
近年問題化している交際中の男女間の暴力（デートＤＶ）の予防啓発も重要です。
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１０ 生涯を通じた男女の健康支援

府民一人ひとりが生涯にわたって健康な生活を送るためには、男女の生活スタイルや人
生の各時期（ライフステージ）に対応した適切な保健・医療、福祉の推進が必要です。
妊娠・出産・子育て期について、周産期医療、母子保健体制の充実や、経済的負担の軽

減などが必要です。また、不妊に悩む男女のための支援や不妊治療も重要です。



－５－

◆参 考
図１

※京都府は当年度３月３１日、都道府県平均は翌年度４月１日現在。
※内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」及び京都府資料より作成

審議会等の委員の女性比率の推移（京都府及び全国）
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図２

図３

平成２７年度版「男女共同参画白書」より作成

７５歳以上７０～７４６５～６９６０～６４５５～５９５０～５４４５～４９４０～４４３５～３９３０～３４２５～２９２０～２４１５～１９
７．３１５．２２８．０４６．０６３．２７２．２７３．６６６．５６７．７６７．５７７．７６０．４１５．９女性（平成２４年）
７．２１５．６２８．６４３．０５９．０６８．８７１．８７２．１６１．８６４．６７４．１６３．６２１．４女性（平成１９年）
７．８２１．３２５．０４２．７６１．８６４．９７１．１６６．７６０．５５０．０６３．１６６．１１６．５女性（平成９年）
１１．７２５．１３８．８５８．２７４．３８３．９８７．４８７．１８８．１８７．８９１．８７７．１３５．７有業者＋就業希望の無業者（女性 平成２４年）

総務省統計局「就業構造基本調査」（平成２４年）による
第１表 「男女，就業状態・仕事の主従，就業希望意識・就業希望の有無，求職活動の有無，配偶関係，年齢別１５歳以上人口」

民間企業の管理職の女性割合［全国］（従業員数１００人以上）

京都府の年齢階級別有業率
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図４

（平成）
２６２５２４２３２２２１２０１９１８１７１６１５１４１３１２１１１０９
１４．７１４．５１５．５１６．０１５．７１４．９１６．２１６．５１７．７１９．２２０．７２１．０２０．４２０．０２０．３１８．９１８．０１８．０男性２０歳代
１９．２１９．７２０．０２０．３２０．５２０．１２２．１２２．０２３．２２５．３２５．７２６．０２６．３２５．０２５．５２４．０２２．１２３．１男性３０歳代
１９．１１９．６１９．１１９．７１９．７１９．６２１．１２１．５２１．５２３．２２３．７２３．９２２．９２２．０２２．０２０．８１９．８２０．０男性４０歳代
６．７６．４６．２６．０６．８６．９６．６６．７６．７６．６７．４７．４６．９６．６６．４５．６５．３５．０女性２０歳代
５．２５．２５．３５．３５．５５．９６．１５．７５．８６．５７．３７．４７．３７．２７．３６．８６．９６．７女性３０歳代
５．６５．６５．６５．８５．６６．１６．５６．４６．７７．２８．０８．５８．６８．７８．４９．１８．７９．２女性４０歳代
（％）

週３５時間働く者のうち、週６０時間以上働く者の割合
総務省「労働力調査」より作成

週６０時間以上働く人の割合（全国）
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図５

「京都府保健福祉統計」より作成

図６

（一財）こども未来財団 「平成１２年度子育てに関する意識調査事業調査報告書」より作成

合計特殊出生率の推移（全国・京都府）

女性の子育ての負担感（全国）
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図７

総務省統計局「就業構造基本調査」（平成２４年）より作成

雇用形態の労働者割合（京都府）
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図８

平成２４年版「男女共同参画白書」より作成

男女別・年齢層別相対的貧困率（全国）（平成２２年）
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図９

京都府府内の配偶者暴力相談支援センターの相談件数
（家庭支援総合センター、南部・北部家庭支援センター及び京都市ＤＶ相談支援センター）

京都府の配偶者からの暴力が関係する相談件数（京都府）
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（１）府の審議会委員等や管理職の女性比率の向上
京都府の審議会及び有識者会議等の委員や管理職の女性比率を、女性の登用目標に基づ

いて高める。

① 審議会及び有識者会議等における女性委員の登用（継続）（男女共同参画課）
府の政策・方針決定に女性の意見等を適切に反映させるため、積極的改善措置として、審

議会及び有識者会議等の女性委員比率の目標を４０％（法令等による職務指定者を除く）とし、
女性委員の登用を図る。

② 多様な視点での防災対策（継続）（防災･原子力安全課）
防災会議の女性委員登用、地域防災計画への男女共同参画の視点の反映、女性等多様な視

点での防災対策意見交換会の実施等。

③ 女性職員の登用等（継続）（人事課）
女性職員の意欲と能力を府政に生かすため、積極的な採用・登用を図る。
知事部局においては女性役職者２０%（平成２２年度）の目標を平成２０年４月に達成した。
女性管理職については、女性管理職比率１２.０％（平成２７年度）の目標に対し、平成２７年度

１２．０％となっており、平成２８年度に１３%以上の達成に向け、取り組んでいる。

（２）地域の人材育成や市町村における女性の登用促進
地域で活躍する人材の育成や審議会等の女性委員比率を高める取組に関する助言など、

市町村における女性の登用促進のための支援を行う。

① 女性リーダー育成事業（京都府女性の船）（継続）（男女共同参画課）
地域や職場でリーダーとなって活躍する女性を育成するため、公募した女性たちを北海

道に派遣し、船上研修、訪問地研修を行った。

○あけぼのプラン（第3次）各重点分野に係る施策の実施状況

１ 政策・方針決定過程等への女性の参画の拡大

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
・平成２７年５月２９日 京都府防災会議開催
（女性委員１０名）
・京都府地域防災計画の修正
（平成２６年度女性意見交換会の意見等を反映）
・平成２８年２月９日 平成２７年度女性等多様な視
点での防災対策意見交換会の開催

・平成２６年６月９日 京都府防災会議開催
（女性委員１０名）
・京都府地域防災計画の修正
（平成２５年度女性意見交換会の意見等を反映）
・平成２７年２月６日 女性視点での防災対策意見
交換会の開催

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
参加者数 ７５名参加者数 ９７名
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② 女性の登用促進のための団体等への働きかけ（継続）（男女共同参画課）
女性の登用が十分進んでいない分野の機関・団体等に対して、登用促進についての働きか

けを行った。

③ 輝く女性応援京都会議（継続）（男女共同参画課）
平成２７年３月、経済団体等と行政（京都府・京都市・京都労働局）とが連携し、京都にお
ける女性の活躍を加速化させるための推進組織「輝く女性応援京都会議」が発足。本会議で
採択した４つの行動宣言に基づく推進計画「京都女性活躍応援計画（仮称）」を平成２８年３
月に策定した。

④ 女性の活躍実態調査及び事例集の作成（新規）（男女共同参画課）
京都企業における女性の活躍に係る実態調査を実施し、「輝く女性応援京都会議」で策定

する推進計画の検討に活用するとともに、調査内容や企業への取材結果を基に、女性の活躍
事例集及びホームページを作成し、府内の企業へ発信することにより、各社の取組に資する
ことを目的とする。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
＜企画委員会＞
○第１回
日時：平成２７年７月２９日
場所：ホテル日航プリンセス京都
内容：
（１）女性活躍推進に係る平成２７年度の取組につ

いて
（２）輝く女性応援京都会議「推進計画」（骨子案）

について
○第２回
日時：平成２７年１０月２６日
場所：ホテル日航プリンセス京都
内容：輝く女性応援京都会議「推進計画」（案）

について
○第３回
日時：平成２８年１月１８日
場所：ホテル日航プリンセス京都
内容：輝く女性応援京都会議「推進計画」（案）

について
○第４回
日時：平成２８年３月３日
場所：ホテル日航プリンセス京都
内容：輝く女性応援京都会議「推進計画」（案）

について
○本会議
平成２８年３月に開催予定

日 時：平成２７年３月１６日
場 所：京都ホテルオークラ
内 容：４つの行動宣言を採択

現状と課題の報告
意見交換 等

行動宣言
・自主的な行動計画の策定推進
・積極的な人材発掘・能力開発・登用等の推進
・「働き方改革」による環境づくり
・起業・創業の推進

平成２７年度実施結果
（１）女性の活躍実態調査

府内の従業員３０人以上３００名以下の企業１，０００社を対象に調査を実施
（２）女性の活躍事例集

５，０００部発行
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⑤ 輝く女性補助事業（新規）（男女共同参画課
地域や職場で女性が輝くためのアイデアを広く募集・選考の上、取組に係る経費を補助し

た。

（３）男女均等な能力向上やキャリア形成の機会の確保
アドバイザーの派遣等により、ワーク・ライフ・バランスの推進や、人事慣行の見直しな

ど、女性が働き続け、男女が均等に能力向上やキャリア形成できる機会が確保されるような
職場の環境づくりを進める。

① ワーク・ライフ・バランスの推進（継続）（男女共同参画課）
府民一人ひとりが、ワーク・ライフ・バランスを実現できる豊かな社会を目指し、経営

者団体、労働団体等と連携して効果的に推進した。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
（１）京都ワーク・ライフ・バランスセンターを拠

点に、中小企業の取組や府民への啓発活動、
地域参加を促進

（２）ワーク・ライフ・バランス企業応援チームに
よる中小企業の取組支援（Ｈ２７．１２月末現在）
「京都モデル」ワーク･ライフ･バランス推進企
業認証制度
宣言企業 ２３２社（累計 ２，２６７社）
認証企業 ２９社（累計 ２３４社）

（３）働き方の見直し支援
・働き方の見直しのための専門家（社労士）の
派遣 ２１社（Ｈ２７．１２月末現在）

（４）京都ワーク・ライフ・バランスウィークの設
定などによる府民への啓発活動

（１）京都ワーク・ライフ・バランスセンターを拠
点に、中小企業の取組や府民への啓発活動、
地域参加を促進

（２）ワーク・ライフ・バランス企業応援チームに
よる中小企業の取組支援
「京都モデル」ワーク･ライフ･バランス推進企
業認証制度
宣言企業 ３５８社（累計 ２，０３５社）
認証企業 ５０社（累計 ２０５社）

（３）働き方の見直し支援
・働き方の見直しのための専門家（社労士、中小
企業診断士等）の派遣 ３１社
・多様な働き方のモデルとなる取組を実施する
企業への経費補助 ２社

（４）中小企業経営者に対するワーク・ライフ・バ
ランストップセミナー
第１回 平成２６年７月３０日
参加企業数 ２５社 参加者数 ２６名
第２回 平成２６年１２月２日
参加企業数 １４社 参加者数 １４名

（５）京都ワーク・ライフ・バランスウィークの設
定などによる府民への啓発活動

（６）地域団体、企業、大学等の連携による地域に
おけるワーク・ライフ・バランスの実践

（７）団塊世代の男性を対象とした地域参加促進の
ためのシンポジウム等の開催

・シンポジウム：平成２６年１１月８日京都テルサ
３３名

・ワークショップ：平成２７年１月２９日綾部志賀
郷町２１名
・シンポジウム等の参加者による地域活動の企
画・実施（５カ所）地域活動人数 ５０名

平成２７年度実施結果

地域における女性の活躍の推進を図るための事業 １８件
職場における女性の活躍の推進を図るための事業 １１件
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② 「輝く女性応援京都会議」人事部事業（新規）（男女共同参画課）
「輝く女性応援京都会議」のもと、京都企業における女性社員の人材育成事業を人事部事
業と位置づけ、企業の枠を超えたオール京都体制による女性の人材育成を図る。

③ 女性の活躍の「見える化」事業（新規）（男女共同参画課）
京都企業における女性の活躍を、他の企業や学生等の府民に広く「見える化」することで

女性の活躍の加速化を図ることを目的とする。

④ 働く女性応援事業（継続）（男女共同参画課）
企業における女性の就業継続やキャリアアップ（資格・能力等の修得)を支援するため、
府内女性社員のネットワークを構築するとともに、モデルとなる先輩社員による後輩社員
の支援を実施した。

⑤ 輝く女性補助事業（新規・再掲）（男女共同参画課）

（４）専門職への女性の参画の推進
様々な分野の専門職への女性の参画を進め、医療機関や研究機関等におけるワーク・ライ

フ・バランスの推進や、女性医師等の子育て後の職場復帰を支援する。

① 福祉人材バンク事業（継続）（介護・地域福祉課）
「福祉人材バンク」（京都府社会福祉協議会内）を設置し、福祉人材に関する無料職業紹介
及び福祉事業従事希望者に対する説明会、学生向け就職ガイダンス等を実施した。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
メンター講座
（１）京都市内 １２回実施 延べ参加者数 ３０７名
（２）南部地域 ４回実施 延べ参加者数 ３３名
（３）北部地域 ２回実施 延べ参加者数 １２名

（Ｈ２７．１２月末現在）

メンター講座
（１）京都市内 １２回実施 延べ参加者数 １４３名
（２）南部地域 ３回実施 延べ参加者数 ２５名
（３）北部地域 ５回実施 延べ参加者数 １６２名

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果

継 続

（１）無料職業紹介
センター求職者来所数 延べ１,５４４名
求職登録者数 ２，８１４名
あっせん件数 ５３７名
就職成立件数 ３０３名

（２）説明会（福祉職場就職フェア）
開催回数 ３回 参加者数 １，０５５名
就職内定者数 １９１名

（３）地域別福祉職場就職フェア
開催回数 １回 参加者数 ３２７名

（４）学生向け就職ガイダンス
開催回数 １０回 参加者数 ５３０名

（５）潜在有資格者再就業支援
求職登録者数 ３５７名 就職成立件数 ５２名

平成２７年度実施結果
（１）人事担当者向け女性社員の活躍推進のための行動計画策定の勉強及び相談会

１０月から月１回開催 参加者数 ３７人
（２）女性社員向けネクストリーダー研修

第１期（１０月～１２月にかけて３回コース）３６人参加
（３）管理職向けダイバーシティマネジメント研修

１０月と１１月に開催 参加者 ３１人 （Ｈ２７．１２月末現在）

平成２７年度実施結果
（１）大学生キャリアデザインセミナー

８大学で開催 参加者６７９人
（２）京都女性の活躍見える化シンポジウム（２月２７日開催） （Ｈ２７．１２月末現在）
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② 医師確保対策事業（継続）（医療課）
医師の確保が困難な地域等における医療体制を確保するため、病・学・公が連携し、総合

的な医師確保対策を実施した。
（１）地域医療支援センターの運営（医師の研修プログラムの作成等による医師確保）
（２）医師バンクの充実（中堅医師、指導医、若手医師の確保及び女性医師等の復職支援等）
（３）地域医療を担う若手医師の育成（地域医療確保奨学金制度実施及び地域医療を担う医

学生の育成）

③ 看護職離職防止対策・再就職促進事業（継続）（医療課）
看護師等の離職防止・定着化及び再就業を支援することにより、安全な医療体制に必要な

看護職員を確保した。

④ 産科医等確保支援事業（継続）（医療課）
地域の救急及び産科医療を確保するため、産科医等に対する支援を実施するなど、地域医

療体制の充実を図った。

⑤ しなやか女性医学研究者支援みやこモデル（継続）（府立医科大学研究支援課）
女性医学研究者がその能力を十分発揮し、出産・育児等で研究活動を中断することなく、

しなやかに活躍できる基礎・臨床医学研究環境を整備した。

⑥ 京都府立医科大学学内保育所（新規）（府立医科大学総務課）
子育て中の研究者、教職員が研究、仕事を継続していくための環境整備の一環として学内

保育所を設置した。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
（１）短時間勤務研究員制度（フューチャーステッ

プ研究員制度）の継続実施 ３名雇用
（２）研究支援員雇用制度の継続実施 ８名雇用
（３）病児保育室の継続運営 平均利用人数２．４人
（４）女性医師・研究者を対象とする相談窓口の

運用 相談件数 ３件
（５）ＨＰの充実、セミナーの開催等による広報啓

発の拡充

（１）短時間勤務研究員制度（フューチャーステッ
プ研究員制度）の試行実施 ５名雇用

（２）研究支援員雇用制度の継続実施 ５名雇用
（３）病児保育室の継続運営 平均利用人数１．８人
（４）女性医師・研究者等を対象とする相談窓口の

運用 相談件数 １件
（５）４大学連携研究フォーラムでの啓発
（６）府民向けフォーラム開催、ＨＰ充実等による

広報啓発の実施

平成２７年度実施状況
開 所 日：平成２７年１２月１０日
対 象 者：府立医科大学及び府立大学の教職員の子

（生後５７日目から３歳未満（入所年度 平成２７年４月１日時点））
定 員：９名
開所時間：月曜日から土曜日（祝日及び年末年始（１２月２９日から１月３日）を除く）

午前７時３０分から午後６時３０分
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（１）男女共同参画についての理解促進
多様な立場の府民が、男女共同参画についての理解を深められるような情報発信をする。

① KYOのあけぼのフェスティバル（継続）（男女共同参画課）
男女が社会の対等な構成員としてさまざまな活動に参画できる男女共同参画社会を推進

するため、KYOのあけぼのフェスティバルを開催した。

② 京都府あけぼの賞（継続）（男女共同参画課）
各分野で先駆的に活躍し、特に功績の著しい女性やグループに「京都府あけぼの賞」を授

与した。

③ KYOのあけぼの２１の配信（継続）（男女共同参画課）
男女共同参画に関する情報をより多くの方に提供できるよう、府男女共同参画センター

のホームページに掲載した。

④ KYOのあけぼのホームページ等の運営（継続）（男女共同参画課、男女共同参画センター）
ネットを通じた男女共同参画の普及啓発を図るため、男女共同参画課（KYOのあけぼの
ホームページ）及び府男女共同参画センターのホームページを運営した。

２ 男女共同参画についての理解の促進と
教育・学習の充実

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
開催日 平成２７年１１月２１日
会 場 京都テルサ（京都市南区）
内 容 講演（演題：バレーボールをとおして学

んだこと、講師：大村加奈子・元バレー
ボール全日本代表／京都府立北嵯峨高等
学校教諭）あけぼの賞表彰式、ワーク
ショップ、あけぼのバザール 等
参加者数１，５００名

開催日 平成２６年１１月８日
会 場 京都テルサ（京都市南区）
内 容 講演（演題：女性の活躍の場の拡大とワー

ク・ライフ・バランス、講師：佐藤博樹・
中央大学大学院戦略経営研究科教授）あけ
ぼの賞表彰式、ワークショップ、あけぼ
のバザール等
参加者数 １，５００名

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
受賞者 ４名 １団体
コシノジュンコ（デザイナー）
高橋政代（医学博士）
宮原知子（フィギュアスケート選手）
村上良子（染織家紬織）
樹々の会（女性林業研究グループ）

受賞者 ３名 １団体
稲葉カヨ（京都大学理事･副学長）
上田萌（元卓球選手）
黒木華（女優）
恋茶グループ（和束茶を活用した食品製造・販
売）



－１９－

⑤ らら京都メールマガジンの配信（男女共同参画センター）（継続）（男女共同参画課）
府男女共同参画センターが実施する、男女共同参画の推進に関するセミナーやイベント

等の情報をタイムリーに配信した。

⑥ 情報提供事業（継続）（男女共同参画課）
府男女共同参画センターで、男女共同参画に関する様々な情報を提供した。

⑦ 男女共同参画に関する意見交換会（継続）（男女共同参画課）
幅広い団体との連携と相互交流を促進し、男女共同参画の推進を図るため、「男女共同参
画に関する意見交換会」を開催した。

⑧ 京都府子ども議会（継続）（青少年課）
子ども達が議員となり、府議会議場で議会を疑似体験することにより、地域の一員として

主体的に考え、社会に参加する意識を育むとともに、京都府の議会や行政についての関心、
理解を深めることを目的として「京都府子ども議会」を開催した。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
毎月１回定期的に発行
配信個人・団体数４，７８１団体 （H２８．１月末現在）

毎月１回定期的に発行
（定期：１２回・号外：２回）
配信個人・団体数 ５，００５団体

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
開 催 日 平成２８年１月１５日
場 所 御所西京都平安ホテル
出席団体数 ２１団体

開 催 日 平成２７年２月２７日
場 所 ホテルルビノ京都堀川
出席団体数 １９団体

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
開催日 平成２７年８月２０日
場 所 京都府 旧本館旧議場
出席者 子ども議員５９名（府内に在住かつ在学の

小学５・６年生（これに相応する学籍の
子を含む））
京都府：知事、副知事、教育長、

警察本部長、関係部局長

隔年開催のため、実績なし



－２０－

（２）男女共同参画に関する教育・学習の充実
学校等における男女共同参画に関する教育の充実を図る。

① 生涯学習総合推進事業（継続）（文化政策課）
府民の学習ニーズに対応する生涯学習情報を提供するため、京都生涯学習推進ネット

ワークの運営やインターネットホームページ「京都府生涯学習・スポーツ情報」による情報
提供等を実施した。

② スポーツ指導者育成事業（継続）（スポーツ振興課）

③ 人権教育の推進（継続）（学校教育課）
各学校において、人権学習の全体計画を作成し、「普遍的視点」、「個別的視点」の２つの

視点からのアプローチにより実践している。京都府教育委員会が作成した「人権教育指導資
料」、「人権学習実践事例 集」には、「女性の人権問題」を取り入れており、男女共同参画
社会の実現という視点から、男女が互いの人権を尊重し、協力して共に生きていこうとする
態度を育てる人権学習の充実に努めた。さらに、児童生徒の発達段階に応じ、社会科、家庭
科、道徳等においても、男女の平等や男女相互の理解と協力の重要性などを指導した。

④ 豊かな心を育てる教育推進事業（継続）（学校教育課）
府内全小・中学校において、仕事や文化等の体験活動を通じて、児童生徒が京都の伝統や

文化を大切にする心や、望ましい職業観・勤労観及び様々な知識や技能、社会の一員として
の規範意識やコミュニケーション能力などを身に付ける取組を推進した。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
（１）京都生涯学習推進ネットワークの運営
（２）「インターネット放送局生涯学習講座」の開設

アクセス件数 ３,１１２件 ４コース １１０講座
（３）「京都府生涯学習・スポーツ情報」による情報

提供 アクセス件数 ２，１０８，８５２件

（H２７．１０月末現在）

（１）京都生涯学習推進ネットワークの運営
（２）「インターネット放送局生涯学習講座」の開設

アクセス件数 ３，９１３件 ８コース ３２６講座
（３）「京の府民大学」の開設 ９コース ７４６講座
（４）「京都府生涯学習・スポーツ情報」による情報

提供 アクセス件数 ３，５０１，４１４件
（５）学習活動記録「生涯学習パスポート」の提供

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果

継 続

（１）女性スポーツ指導者研修事業
女性スポーツ団体の育成及び府民スポーツの振
興を図るため、女性のスポーツ指導者を養成
実施回数 年２回 参加者数 ２５５名

（２）スポーツクラブステップアップセミナー
主催 島津アリーナ京都（府立体育館）
実施回数 年１１回 参加者数 ２３９名



－２１－

（３）男女共同参画の視点に立った情報発信についての働きかけ等
男女共同参画の視点に立った情報発信等について、メディア等への働きかけを行い、府民

の情報を主体的に判断し選択・活用する能力の向上を図る。

① 青少年社会環境浄化推進事業（継続）（青少年課）
青少年を取り巻く社会環境の浄化に向けて営業者や地域住民等の自主的な取組を促進した。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果

継 続

（１）青少年健全育成審議会の開催
全体会 １回 部会 ３回

（２）有害図書類等の指定 １９点
立入調査の実施 １７３件

（３）関係業界との懇談会の開催、社会環境浄化推
進員制度の運用等



－２２－

（１）女性の就業支援
女性の就業に関する相談や技能習得の講座等により、女性の就業を支援する。

① 京都ジョブパークマザーズジョブカフェの運営（継続）（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）
府男女共同参画センター内に設置する京都ジョブパークマザーズジョブカフェにおいて、

カウンセリング、職業紹介、就職に役立つセミナーや訓練に加え、保育所、子育て支援サー
ビス情報の提供など子育てと就業を一体的に支援した。

② 北京都ジョブパークの運営（継続)（総合就業支援室）
京都ジョブパーク北部サテライトとマザーズジョブカフェ北部サテライトを移転・統合

し、幅広い求職者に対して、相談から就労訓練、マッチング、定着支援までワンストップの
支援体制を整備した。
※平成２６年４月２０日まで「京都ジョブパーク北部サテライト」として運営

③ 北京都ジョブパークマザーズジョブカフェの運営（継続）（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）
市民交流プラザふくちやまに移転した北京都ジョブパークマザーズジョブカフェにおい

て、就業相談や 就業に係る保育相談を実施し、女性の再就職を支援した。
また、府内の北部、南部地域への巡回相談を実施した。

３ 働く場における男女共同参画の推進

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
延利用者数 １８，６０４人
保育ルーム等を利用した子どもの人数 ３，４４７人

（H２７．１２月末現在）

延利用者数 ２２，１６６人
保育ルーム等を利用した子どもの人数 ５，２０３人

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
１，６９４人
４，８１８人
９，４９９人
１３，２８１人
８２１人

（H２７．１０月末現在）

２，３７６人
７，３２１人
１４，４９０人
１９，８９９人
１，３５１人

新規登録者数
実来所者数
延べ相談数
延べ利用者数
就職内定者数

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
延利用者数 １，６３７人
保育ルームを利用した子どもの人数 １，４６０人
巡回相談利用者数 ９２人（北部６９人 南部２３人）
（１）北部地域：綾部、舞鶴のハローワーク、舞鶴

市就業支援センターで各月１回実
施、峰山、宮津２ヶ月に１回実施

（２）南部地域：ハローワーク宇治、ゆめりあうじ、
ハローワークプラザかめおかで
各々月１回実施

（H２７．１２月末現在）

延利用者数 １，８３４人
保育ルーム・キッズコーナーを利用した子どもの
人数 ９７１人
巡回相談利用者数 ２０１人（北部１２３人 南部７８人）
（１）北部地域：綾部、舞鶴のハローワーク、舞鶴

市就業支援センターで各月一回実
施

（２）南部地域：ハローワーク宇治、ゆめりあうじ、
ハローワークプラザかめおかで
各々月１回実施



－２３－

④ ママ再就職フェア（継続）（男女共同参画課）
再就職したい子育て中の女性の就業を支援するママ再就職フェアを開催した。

⑤ 福祉人材バンク事業（継続・再掲）（介護・地域福祉課）

⑥ 第９次職業能力開発計画（継続）（人づくり推進課）
京都府における就労支援や人材育成など能力開発に関する基本的方向を示す計画を推進

する。
計画期間：平成２３年度～２７年度

⑦ 認定職業訓練の指導援助（継続）（労働・雇用政策課）
中小企業団体等が設置する認定職業訓練校の設立を促進するとともに、運営指導、訓練施

設・設備の整備及び運営に要する経費の助成等を行った。

⑧ 地域における職業能力開発事業（継続）（労働・雇用政策課）
丹後及び城南地域職業訓練センターが地域のニーズに即した事業展開を図れるよう指導・

支援した。

⑨ 職業能力開発推進者の選任促進活動支援等（継続）（労働・雇用政策課）
民間企業の職業能力開発を計画的、効果的に推進するため、府職業能力開発協会が実施す

る職業能力開発推進者の専任を促進するとともに、講習会・経験交流プラザの開催等に協力
した。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
開 催 日 平成２７年１０月２３日
会 場 イオンモールＫＹＯＴＯ（京都市南区）
内 容 企業説明会（参加企業２１社）、就活力up

セミナー、メイクアップセミナー、履
歴書用写真撮影等

参加者数 １６４名
内定者数 １３人 （H２７．１２月末時点）

開 催 日 平成２７年２月１８日
会 場 京都テルサ（京都市南区）
内 容 就職面接会（参加企業３１社）

ママ再就職パワーアップセミナー等
参加者数 ６１名
内定者数 ７名

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果

継 続
認定職業訓練校 ３３校 １，８３４名
（補助金交付 １６校 ３７，２７８千円）

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果

継 続

（１）訓 練 実 績 丹後 ３２コース ４１８名
城南 ４１コース ２２９名

（２）管理運営助成 丹後 ８，８７４千円
城南 ８，８７１千円

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
継 続職業能力開発推進者 ２，８９４名



－２４－

⑩ 在職者訓練等（継続）（人づくり推進課）
専門的な知識・技能向上ニーズに対応した在職者訓練を実施するとともに、パート就労を

希望する方等を対象とした短期課程訓練を行った。

⑪ 離職者向け短期職業訓練等（継続）（人づくり推進課）
離職者の再就職を促進するため、訓練対象者のニーズに合わせた多様な訓練を実施した。
母子家庭の母等に対しては、就職への意識啓発を目的とした準備講習（就職支援セミ

ナー）と、就職に必要な知識・技能の習得を図る短期職業訓練を実施した。

⑫ 京都ＪＰカレッジ（継続・一部新規）（総合就業支援室、人づくり推進課）
企業が求める社会人基礎力の習得により、個々の求職者の就業力の向上を図り、正規雇用

化を促進した。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果

継 続

（１）在職者訓練
受講者数 ５４７名 １３科目 ４７コース

（２）パート訓練
受講者数 ３０名 １科目 ３コース

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果

継 続

（１）離職者向け短期職業訓練
受講者数 ２，０４４名（修了者数１，４７１名）

大学等委託訓練
受講者数 ８８名（修了者数５０名）

専修学校等委託訓練
受講者数 １，９３２名（修了者数１，３９８名）

（２）母子家庭の母等の職業的自立促進事業
就職支援セミナー

受講者数 ２６名（修了者数２６名）
短期職業訓練

受講者数 ２４名（修了者数２３名）

※就職支援セミナー受講者数は、離職者向け短期職業訓練受講者数に含まない。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
（１）若年者ベーシックコース
（２）若年者アドバンスコース
（３）中高年齢者コース
（４）適職発見コース
（５）北部コース

新規受講者数 １，２８１人
延べ申込者数 ５，９９８人

（H２７．１０月末現在）

（１）若年者ベーシックコース
（２）若年者アドバンスコース
（３）中高年齢者コース
（４）適職発見コース
（５）北部コース

新規受講者数 １，６７２人
延べ申込者数 ８，２９１人



－２５－

⑬ 京の若者未来支援事業（継続）（高校教育課）
府立高校生を対象として、インターンシップやキャリアセミナーなどの実践的キャリア

教育を展開し、生徒の主体的な進路選択と将来の希望する職業への就職実現を支援

（２）女性が働き続けられる職場の環境づくり
出産等に際して女性が働き続けられる職場の環境づくりについて、企業へのはたらきか

けを行う。

① ワーク・ライフ･バランスの推進（継続・再掲）（男女共同参画課）

② 「輝く女性応援京都会議」人事部事業（新規・再掲）（男女共同参画課）

③ 女性の活躍の「見える化」事業（新規・再掲）（男女共同参画課）

④ 女性の活躍実態調査及び事例集の作成（新規・再掲）（男女共同参画課）

（３）男女の機会・待遇の均等の促進
職場における男女の機会・待遇の均等の実現のために、広報・啓発、相談等を行う。

① 男女共同参画センター相談事業（継続）（男女共同参画課）
女性の抱える様々な悩みについて、専門の相談員が適切なアドバイス、カウンセリング等

を行い、問題の解決等を図った。

② 「京都の労働」の発行（継続）（労働・雇用政策課）
新しい時代に対応した労働環境づくりを進めるため、労働施策・制度、府の取組等をイン

ターネット及び紙面により広報・啓発した。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
府立高校全４０校府立高校全４６校

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果

継 続

（１）一般相談 電話 １，６６５件
面接 ３８１件

（２）専門相談 女性のための法律相談 ８７件
女性のためのカウンセリング１３８件

（３）労働相談 電話 １，３２６件
面接 ６７件

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果

継 続
発 行 隔月３,２００部発行
配布先 労働組合、中小企業団体、商工会議所・

商工会等



－２６－

③ 中小企業労働相談（継続）（労働・雇用政策課）
中小企業の労使関係の諸問題について、専門の相談員が対応した（月～金、来所及びフ

リーダイヤルによる相談)。
また、弁護士による特別労働相談（第３木曜日）及び社会保険労務士による「非正規労働

ほっとライン」（毎週土曜日）、産業カウンセラーによる「働く人のメンタルヘルス相談」
（第２水曜日）を実施した。
平成２７年４月から、社会保険労務士による夜間相談の実施日を、金曜日のみから月～金曜

日に拡充した。

（４）女性の起業等の支援、成果の発信

① らら京都 手づくり市（男女共同参画センター）（継続）（男女共同参画課）
コミュニティビジネスなどの起業を目指す女性たちの実践とネットワークづくりの場と

して、手づくり市を定期的に開催し、女性のチャレンジ拠点を創出した。
また、出店者が主体で自分の商品のＰＲの場となるよう企画・運営し、周辺地域の住民

も楽しめる新年フェスタを開催する。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果

継 続

（１）相談件数 ２，３０１件
（うち非正規労働ほっとライン相談件数 ３９９件
若者等労働ホットライン １１２件）

（２）特別労働相談件数 ６０件
（３）メンタルヘルス相談件数 ２４件

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
〔手づくり市〕

継 続
〔新年フェスタ〕
開 催 日 １月１６日（土）
場 所 京都テルサホール、中庭
出 店 数 ４１店舗
出 店 品・手づくり品、加工食品、野菜等

・現地調理による模擬店
・ワークショップ

舞台等企画
・オープニング：京都市立凌風学園
・吹奏楽部・魅惑の変身・南京玉すだれ
・ヒップホップダンス・餅つき

開 催 日 第３土曜日（８月は２４日（日）・３月は
２１日（祝・土）に開催）

場 所 京都テルサ玄関周辺（８月･２月は「ほっ
こりマーケット」として屋内テルサ
ホールロビーで開催

出 店 数 ２５１店舗
出店内容 野菜・加工食品、和風商品、介助介護

補助用具
〔クリスマス会〕
開 催 日 １２月２５日（木）
場 所 京都テルサホール、中庭
出 店 数 ３７店舗
出 店 品・手づくり品、加工食品、野菜等

・現地調理による模擬店
・ワークショップ

舞台等企画
・オープニング：京都市立凌風学園
吹奏楽部
・ヒップホップダンス・コーラス
・南京玉すだれ・餅つき



－２７－

② 女性チャレンジサイトの運営（継続）（男女共同参画課）
インターネット・サイトにより、府男女共同参画センターで実施する「チャレンジオフィ

ス」「らら京都手づくり市」等の情報提供を行った。

③ 女性の起業・経営相談（男女共同参画センター）（継続）（男女共同参画課）
起業や経営の支援のために、中小企業診断士等が応じる専門窓口を開設した。

④ 京都女性起業家賞（アントレプレナー賞）（継続）（男女共同参画課）
新たなビジネスを提唱する女性からの提案を全国から公募し、女性の起業モデルとなる

提案を顕彰するとともに事業化を支援した。

⑤女性アントレプレナー支援事業（新規）（男女共同参画課）
女性の起業モデルの事業化や、育成型交流フェアによる販路拡大、ロールモデル・取引先、
女性起業家同士等のネットワーク構築を支援することで、地方創生を担う女性起業家の育
成を図った。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
開 催 日 毎月第１月曜日午後

毎月第３木曜日午後
相談件数 ５９件 （H２８．１月末現在）

開 催 日 毎月第１月曜日午後
毎月第３木曜日午後

相談件数 ７１件

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
応募期間 平成２７年６月１日～８月３１日
応募件数 ４１件（京都府３７件、他府県４件）
授 賞 式 平成２８年３月１１日
受 賞 京都府知事賞最優秀賞他７件

応募期間 平成２６年６月２日～８月２９日
応募件数 ３２件（京都府３０件、他府県２件）
授 賞 式 平成２７年３月２０日
受 賞 京都府知事賞最優秀賞他６件

平成２７年度実施状況
（１）女性のビジネスプラン事業化支援

ビジネスモデルとして１１事業者へ委託
（２）女性起業家の育成型ビジネス交流フェア

名称：Women’sBusinessMatchinngFairinKyoto
日時：平成２７年１１月１３日（金）
場所：ウエスティン都ホテル京都
出展：京都の女性起業家のブース 他 ４７ブース
参加：バイヤー、企業、起業家、大学、近畿経済産業局等の支援者等 ２６０名

（３）女性起業家のネットワーク構築支援
名称：京都×InnovationByWoman (夏の女性起業家交流会 inKyoto)
日時：平成２７年８月２７日（木）
場所：京都私学会館
参加：起業をしている、または起業を目指す京都府内の女性 ２８名

独立系ベンチャーキャピタル、近畿経済産業局等支援者 ７社



－２８－

⑥ 女性チャレンジオフィス（継続）（男女共同参画課）
起業を目指す女性向けインキュベーション施設「女性チャレンジオフィス」を府男女共同

参画センターに設置した。

⑦ 起業をめざす女性の交流サロン・Co-Co（男女共同参画センター）（継続）（男女共同参画課）
起業を目指す女性たちに、起業に必要な情報収集や交流のできる機会を提供した。

⑧ らら京都 創業スクール（新規）（男女共同参画センター）
起業家を目指す女性を対象に、経営に関する知識とノウハウを学び、女性ならではの視点

を活かしたビジネスプランの作成を支援し、創業につなげる。

⑨ 輝く女性応援京都会議（継続・再掲）（男女共同参画課）

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
設置 ５区画（６．２㎡：２区画、４．８㎡：３区画）
入居 ３団体 （H２８．１月末現在）

設置 ５区画（６．２㎡：２区画、４．８㎡：３区画）
入居 ４団体

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果

継 続
開 催 １０回開催
会 場 府男女共同参画センター
参加者数 延べ １３６名

平成２７年度実施状況
開催日 平成２７年９月１９日～１０月３１日の毎週土曜日（７日間）（他に体験講座：９月５日）
場 所 京都テルサ
受講者 ３０名
研修カリキュラム
＜基礎編＞
・地域の女性創業者による体験談・ビジネスモデルの作成準備
・創業のビジョンとビジネスモデル・会計の基礎知識・マーケティングの基礎知識
・営業、販売戦略・税務、法務・資金調達と公的支援制度の活用
＜実践編＞
・ビジネスモデルの作成 ワークショップⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ・webマーケティング
・「京おんな」女性事業家のパワーレッスン・セルフブランディング・プレゼンテーション
・ビジネスモデル発表



－２９－

⑩ 京都文化ベンチャーコンペティション（継続）（文化芸術振興課）
これまで培ってきた京都の文化、芸術を新たな角度から捉え、新しい生活の輝きを生み出

す独創的な「知恵」等を募集し、しっかり育てていく「京都文化ベンチャーコンペティショ
ン」を開催。文化や芸術から新たなビジネスを提唱し、京都全体の文化力を高め、いきいき
とした京都を創出した。
※全国初の「文化」をテーマとした起業コンペティションの開催

⑪ 「きょうと元気な地域づくり応援ファンド」推進事業（継続）（地域力ビジネス課）
「地域力の再生」を図るため、地域特産品や観光資源を活用した創業、商店街の活性化や
福祉・環境・子育て支援など地域の課題を解決する京都地域力ビジネスへの取組の事業化な
ど、新たな事業の創出や中小企業者等の新分野への進出を支援した。

⑫ 開業・経営承継支援資金（継続）（商業・経営支援課）
自らの経験・技術を生かして新たに事業を開始しようとする方の開業資金や経営環境の著

しい変化に対処できるよう新技術・新製品の開発、企業化や新規需要の開拓、独自の技術等
を生かした新たな事業展開などに必要な資金を、低利、固定で融資する制度を実施した。

⑬ 地域ビジネスサポート推進事業（継続）（商業・経営支援課）
地域経済の拡大やニーズの高度・専門・多様・広域化などの対応や、地域の活性化を積極

的に支援する機能を兼ね備えた地域経済の広域拠点となる地域ビジネスサポートセンター
（府内９箇所）を設置し、創業・経営革新及びコミュニティビジネス等の支援を行った。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
募集期間 平成２７年６月８日～９月１８日
応募件数 ４７６件
最終審査 平成２８年２月２８日

（公開プレゼンテーション）

募集期間 平成２６年６月２３日～９月２６日
応募件数 ２２０件
最終審査 平成２７年３月１日（公開プレゼンテー

ション）
受 賞 者 最優秀賞

(株)KYOTONATURALFACTORY
優秀賞 株式会社 京都紋付

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
助成事業者 ３３事業者 ７２，６６１千円
ハンズオン支援事業を併せて実施
（１）専門家派遣による経営指導の実施

専門家による支援
支援機関職員による経営指導
専門家による申請書作成個別指導
ファンド経営塾専門家派遣

（２）セミナーの開催による普及・啓発

助成事業者 ３８事業者 ７２，２９１千円
ハンズオン支援事業を併せて実施
（１）専門家派遣による経営指導の実施

専門家による支援件数 ４１件
支援機関職員による経営指導件数 ３６件
(応援ネットワークによる専門家派遣を含む）
専門家による申請書作成個別指導件数 １２件
ファンド経営塾専門家派遣 ２件

（２）セミナーの開催による普及・啓発
参加者数 約２４０名

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
（開業・経営承継支援資金）
融資件数 ５３件
総 額 ２５４，０００千円 (H２７．１０月末現在)

（創業・経営承継支援融資）
融資件数 ５２件
総 額 ２６２，４００千円

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
継 続相談指導 ４,２３９件



－３０－

⑭ 京都ものづくりフェア（継続）（労働・雇用政策課）
京都のものづくり産業とその優れた技術・技能を紹介することにより「ものづくり」への

関心を高めるとともに、京都府産業の振興と技能尊重の気運醸成を図った。

⑮ 起業家セミナー（継続）（ものづくり振興課）
（公財）京都産業２１とともに、起業に関する基礎的・実践的なセミナー「起業家セミナー」
を開催した。

⑯ 京都中小企業成長促進等総合支援事業（継続）（ものづくり振興課）
（公財）京都産業２１が行う次の事業に対して助成した。
・支援体制整備事業（ビジネススーパーバイザー、ベンチャー事業可能性評価委員会の設
置等）

・窓口相談・専門家派遣事業
・人材育成・情報提供事業（研修・講座・セミナー・交流会の開催、調査分析、取引情報
の提供等）

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
開 催 日 平成２７年１１月７日～８日
会 場 府総合見本市会館（パルスプラザ）

（京都市伏見区）
参加団体 ９９団体
入場者数 ３１，０００名

開 催 日 平成２６年１１月８日～９日
会 場 府総合見本市会館（パルスプラザ）

（京都市伏見区）
参加団体 ９８団体
入場者数 ２７，０００名

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
日 時 平成２７年１０月１７日～１２月５日

（うち７日間開催）
会 場 京都府産業支援センター
内 容 基調講演 「私の起業体験」

ケアコミュニティ株式会社
代表取締役 松野修典 他

参加者 ３８名（男性２４名、女性１４名）

日 時 平成２６年１０月１１日～１１月２９日
（うち７日間開催）

会 場 京都府産業支援センター
内 容 基調講演 「思いを形にする起業と経営」

こと京都株式会社
代表取締役 山田敏之 他

参加者 ４６名（男性２７名、女性１９名）

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果

継 続
相談件数 １３，８１６件
専門家派遣延べ件数 ２４８件
研修・セミナー等延べ参加者数 １，５４６件



－３１－

（５）自営業、農林水産業における男女共同参画
自営業における女性の経営への参画や、農林水産業の６次産業化を牽引する女性等の起

業を支援する。

① ふるさとのあすをひらく新規就業支援事業（継続）（経営支援・担い手育成課）
農林水産業ジョブカフェ（京都ジョブパーク）等で幅広い就業相談等に応じるとともに、

研修から就農まで一貫して支援した。

② 農村女性育成事業（継続）（流通・ブランド戦略課）
農村女性の地位向上、社会経営への参画及び女性が活動しやすい環境づくりのため、男女

共同参画に向けた技術・経営に関する研修の実施、農村女性の組織活動支援等を実施した。

③ 農林水産フェスティバル（継続）（流通・ブランド戦略課）
農山漁村女性グループ等による、ふるさとの味の販売、府内産農林水産物の展示・販売、

食の安心・安全に関する取組のパネル展示等を実施した。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
（１）就農相談４３３名（女性５３名）
（農林水産業ジョブカフェ）

（２）就農に向けた農業実践研修を新たに開始１０名
（実践農場への参画） （H２７．１０月末現在）

（１）就農相談８８１名（女性１３０名）
（農林水産業ジョブカフェ）

（２）就農に向けた農業実践研修を新たに開始１５名
（実践農場への参画）

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
能力向上研修等を開催 １１回
女性農業士認定数（新規）７名
家族経営協定数（新規）集計中（H２７．１２月末現在）

能力向上研修等を開催 １７回
女性農業士認定数（新規）８名
家族経営協定数（新規） ２件

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
開 催 日 平成２７年１１月２８日～１１月２９日
会 場 京都府総合見本市会館
来場者数 ４９，０００名

開 催 日 平成２６年１１月２９日～１１月３０日
会 場 京都府総合見本市会館
来場者数 ４８，０００名



－３２－

（１）ワーク・ライフ・バランスに対する意識の醸成
長時間労働を前提とした働き方の見直しや、家事・育児・介護を男女がともに担うという

意識の醸成を図る。

① 京都雇用創出活力会議ワーク・ライフ・バランス推進戦略本部会議（継続）（男女共同参画課）
オール京都体制で「京都 仕事と生活の調和行動計画」を推進し、平成２５年度からの３年

間を計画期間とする第２次計画を策定した（平成２４年度）。
企業におけるワーク・ライフ・バランスの取組や、多様な働き方・生き方の選択が可能と

なる社会の構築に向けた取組を一層進めるため、仕事と子育ての両立に加え、介護との両立
や地域活動等、仕事と生活の調和の実現に向けて取り組んでいる。

② 男性職員の育児休業取得促進等（継続）（給与厚生課、教職員課、総務企画課）
男女がともに子育てを担い、女性が積極的に社会に参画できる環境づくりを推進するた

め、男性職員（一般職員、教職員）の育児休業の取得を図る。知事部局及び教育庁、府立学
校において、取得率１５％（平成３２年度）を目標に取り組んでいる。

③ 労働法令の周知・啓発（継続）（労働・雇用政策課）
「パートタイム労働の改善」「労働時間の改善」「職場における健康管理の推進」を府ホー
ムページに掲載し、広報・啓発した。

（２）多様な働き方の普及
育児・介護等により時間に制約がある人でも経済的に自立が可能となる多様な働き方がで

きる制度やしくみの普及を図る。

① 「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度（継続）（男女共同参画課）
中小企業の実情にあったワーク・ライフ・バランスに取り組めるよう支援や情報発信を

行った。

４ 仕事と生活の調和の推進

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
ワーク・ライフ・バランス推進宣言企業
宣言企業 ２３２社 累計２，２６７社

「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス認証企業
認証企業 ２９社 累計２３４社

（H２７．１２月末現在）

ワーク・ライフ・バランス推進宣言企業
宣言企業 ３５８社 累計 ２，０３５社

「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス認証企業
認証企業 ５０社 累計 ２０５社



－３３－

（３）保育・介護サービスの充実、情報提供
仕事と子育て・介護等の両立のため、保育・介護サービスの充実と情報提供を図る。

① 保育ルーム設置促進事業（継続）（男女共同参画課）
女性の自立と社会参画を進める条件整備の一環として、京都府が主催する行催事、高等技

術専門校における訓練等において保育ルームを設置した。

② 私立幼稚園預かり保育推進特別補助（継続）（文教課）
預かり保育を行う学校法人立幼稚園に対して補助を実施した。

③ 休日保育事業（継続）（子育て政策課）
日曜・祝日の保育事業に対して助成することにより、子育てと仕事の両立を支援した。

④ 子育て支援特別対策（継続）（子育て政策課）
こども未来基金や国の保育所等整備交付金等を活用して、保育所等の整備、保育の質の向

上のための研修等の実施などにより、安心して子育てができる体制整備を推進した。

⑤ 延長保育事業（継続）（子育て政策課）
就労形態の多様化に伴う延長保育の需要に対応し、子育てと仕事の両立支援を推進した。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
設置件数１５０件 託児人数５９６人（H２７．１２月末現在）設置件数２４１件 託児人数９８０人

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
継 続通常分 １４３園ほか ３０１，８８０千円

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
継 続８箇所

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果

継 続

（１）待機児童の解消や児童処遇の向上を図るた
め、保育所等の緊急整備を実施する市町村に
助成
保育所 ５２箇所

（２）保育の質の向上のために保育士を対象とした
研修を実施する市町村に助成 １６市町

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
継 続保育所 ９１箇所で実施



－３４－

⑥ 安心保育推進事業（継続）（少子化対策課）
社会福祉施設等における事業所内保育施設の整備及び運営経費を助成することにより、

福祉人材の確保・定着とワーク・ライフ・バランスの推進を支援した。

⑦ 未入園児一時保育事業（継続）（子育て政策課・文教課）
保育園、幼稚園に在宅で育児を行う保護者を登録し、相談事業等や一時保育を実施した。

⑧ 病児保育整備促進事業補助（継続）（子育て政策課）
新たに病児保育を実施する医療機関を対象に、開設に必要な既存施設の改修等（施設及び

備品整備）の経費に対し助成した。

（４）企業等のワーク・ライフ・バランスの取組支援
中小企業の状況に応じたワーク・ライフ・バランスの推進と、企業の取組の情報発信、地

域主体のワーク・ライフ・バランス推進の支援等を実施する。

① 「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度（継続・再掲）（男女共同参画課）

② ワーク・ライフ・バランス推進企業フェア（継続）（男女共同参画課）
ワーク・ライフ・バランスに取り組む中小企業と新規学卒者等若年求職者との出会いの場

として合同企業説明会「ワーク・ライフ・バランス推進企業フェア」を開催することによ
り、中小企業の人材確保の支援と若年者への啓発を行った。

③ 輝く女性応援京都会議（継続・再掲）（男女共同参画課）

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果

継 続
施設整備 １箇所
運営助成 １箇所

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果

継 続
幼稚園 １３３園 ２５，４６８千円
府 内 １０６保育所 ４７，５２０千円

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
継 続助成施設数 ２施設

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
平成２７年１１月２５日
参加企業 ２９社 参加者数 １１４名

平成２６年９月１６日
参加企業 ３１社 参加者数 １２５名



－３５－

④ 仕事と介護の両立支援事業（継続）（男女共同参画課）
仕事と介護の両立を図るため、「企業応援チーム」を京都ワーク・ライフ・バランスセン
ターに設置し、企業・社員やケアマネジャーに向けた出張相談・研修を実施した。

⑤ 京都府子育て支援表彰（継続）（少子化対策課）
安心して子育てができる環境を整備するため、子育てしやすい職場環境づくりをはじめ、

子ども連れで利用しやすい施設の整備や地域で子育て支援に積極的に取り組む企業、子育
て支援団体を表彰するとともに、ホームページ等で事例等を紹介した。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
（１）企業への出張相談・研修

企業・社員向け研修 １０社実施
（２）ケアマネジャー向け両立支援制度研修

ケアマネジャー向け研修 ３回実施
（３）両立支援制度の冊子により普及啓発

（H２７．１２月末現在）

（１）企業への出張相談・研修
企業・社員向け研修 １３社実施

（２）ケアマネジャー向け両立支援制度研修
ケアマネジャー向け研修 ７回実施

（３）両立支援制度の冊子を作成し普及啓発

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
継 続表彰企業・団体数 １５企業・団体



－３６－

（１）地域における子育て支援の推進
親子が気軽に集える場の整備、地域の子育て支援団体のネットワークづくり等により、地

域で子育てを支援する取組を進める。

① 「のびのび育つ」こども応援事業（継続）（子育て政策課）
地域の人的・物質的資源を活用し、放課後等に児童が安心して過ごすことの出来る居場所

を確保するとともに、地域における児童の健全育成環境の向上を図るため、市町村や社会福
祉法人等が実施する放課後児童クラブや児童館等を活用した健全育成活動等に対して助成
した。

② 子育てに優しい京都府づくり推進事業（継続）（少子化対策課・子育て政策課）
子育て支援ＮＰＯ等と連携・協働しながら、育児に対する不安感・負担感を軽減・解消す

るため、ソフト・ハードの両面から子育てに優しい街づくりを推進した。

③ 発達障害者支援体制整備事業（障害児支援）（継続）（障害者支援課）
子ども、保護者、保育者が安心して就学を迎えることができるよう、医療、保健、福祉、教

育、労働等の分野が連携した支援が継続的に受けられる体制の整備を行った。

④ 未入園児一時保育事業（継続・再掲）（子育て政策課・文教課）

⑤ 子ども・子育て支援交付金（継続）（子育て政策課）
市町村の乳幼児家庭全戸訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業等に助成し

た。

５ ライフスタイルに応じた子育て支援等の充実

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
継 続市町村の放課後児童クラブ ２５７クラブ

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果

継 続

（３）パスポート協賛店をはじめとした様々な子育て
家庭のお出かけスポットを手軽に探すことので
きる電子マップ（HPとスマホアプリ）を運用

（１）「きょうと育児の日」、「きょうと子育て応援パ
スポート」の啓発

（２）地域の子育てネットワーク事業を保健所単位
で実施

（３）府内５つのエリアで、パスポート協賛店エリ
アマップを作成

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果

継 続
早期発見後の保育園巡回指導などの取組み全市町
村で実施

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
継 続実施市町村数 ２２市町村



－３７－

⑥ 少子化対策総合戦略事業（継続・一部新規）
２６年度実施（男女共同参画課・医療企画課・少子化対策課・子育て政策課・家庭支援課）
２７年度実施（文教課・医療企画課・少子化対策課・子育て政策課・家庭支援課・住宅課・
学校教育課・社会教育課）
結婚・妊娠・出産から子育てまで切れ目のない総合的な少子化対策を実施した。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
（主要事業を掲載）
■結婚支援
きょうと婚活応援センタ－の開設
（開設日：平成２７年１０月１０日）
婚活マスター養成説明会開催 ２回
婚活アドバイザーの派遣 １４回
（平成２８年２月末現在）
■妊娠・出産支援
産前・産後ケア専門員養成講座 １４１名受講
産前・産後訪問支援員養成講座 １１３名受講
（平成２８年２月末現在）
■不妊治療給付事業の実施
・不妊治療等
ア．一般不妊治療 イ．男性不妊治療
ウ．不育症治療
・特定不妊治療
・不妊治療や不育症治療を受けるための経済的
負担の軽減

■子育て環境の整備
①子育てしやすい住宅・住環境の検討
・結婚・子育て世帯にやさしい住環境部会
１回開催

・「子育てにやさしい住宅・住環境ガイドライ
ン」を作成中

②保育所における保護者サポート事業
保育所内で親育ち支援を行う保育士養成講座
府内４カ所で開講

■子育て世帯の経済的負担軽減
①子育て医療助成制度
［対象年齢］中学校卒業まで
（平成２７年９月から拡大）
［実施主体］市町村
［負 担 額］１医療機関 月額２００円
（３歳以上の通院は月額３，０００円が上限）
②第３子以降の幼稚園や保育園等の保育料無償
化制度の創設（平成２７年４月）
［減 免 額］保育料全額免除（所得制限あり）
［実施主体］市町村

■教育・学習機会の提供、気運の醸成
①ストップ少子化クロスメディア事業
・キックオフイベントの開催
（平成２７年１０月３０日）
（２００名参加）
・「一緒にしあわせ！ 子育て京都」キャンペー
ン専用サイトを開設し、写真、動画の投稿を
募集

②若者ライフデザインラボの創設
ライフデザインセミナー １０大学等で開催
（平成２８年２月末現在）
③体験・プログラムの作成
「子育て学習プログラム」作成に向けた実践体
験教室開催 １回 ７１名参加

■少子化対策の推進
・少子化対策総合戦略会議の開催 １回
・少子化対策条例検討部会の開催 ３回

（主要事業を掲載）
■結婚支援
婚活マスター養成説明会開催 １回
婚活アドバイザーの派遣 １１回

■妊娠・出産支援
産後ケア専門員 ６２名養成
産前産後訪問支援員 ２４名養成
■不妊治療給付事業の実施

平成２６年１０月から府内全市町村で順次実施
■子育て環境の整備
①子育てしやすい住宅・住環境の検討
・子育てしやすい住宅・住環境部会 １回開催
・子育てしやすい住環境の整備に関する府民
向けインターネット調査実施（対象者：２０
～４９歳の１２歳以下の子どもをもつ子育て世
帯１，０００人）

・民間事業者及び自治体の子育てしやすい住
環境の整備における先行事例を調査

②保育所における保護者サポート事業
保育所内で親育ち支援を行う保育士養成講座
府内４カ所で開講 ６８名養成
③きょうと子育て応援電子マップの構築
子育て家庭のお出かけスポットを手軽に探す
ことのできる電子マップ（HPとスマホアプ
リ）を開発

■子育て世帯の経済的負担軽減
①子育て医療助成制度
［対象年齢］小学校卒業まで
［実施主体］市町村
［負 担 額］１医療機関 月額２００円
（３歳以上の通院は月額３，０００円が上限）

■教育・学習機会の提供 、気運の醸成
①ストップ少子化キャンペーン事業
第１弾：「ストップ！少子化フォーラム２０１４」

（２００名参加）
第２弾：「恋愛力ＵＰ！！恋愛学講座」（１０７名

参加）
第３弾：「「第１２回「京都発！手紙（メール）

でむすぶ家族ふれあい大賞」受賞者
懇談会」（２００名参加）

第４弾：「京都パパ応援フェア」（２３５名参加）
②結婚や子育ての魅力やトータルな人生設計を
考える必要性を伝える学生向けマンガ啓発冊
子の作成

③体験・プログラムの作成
「子育て学習プログラム」作成に向けた実践体
験教室開催 １回 ９２名参加

■少子化対策の推進
①少子化対策総合戦略会議の開催 ２回
②京都少子化要因若者実態調査の実施
（調査対象：２０～４４歳男女 府民２７，０００人、府
内就労者 ６，０００人 全国３，０００人）」及び社会
指標分析を実施 平成２７年３月：最終報告



－３８－

⑦ 一商一特パワーアップ事業（継続）（商業・経営支援課）
商店街が地域コミュニティの核としての役割を担うための協議組織の運営、子育て支援

等の地域活動や高齢者等への買い物サポート事業等に対する支援や、家族連れ、子ども同士
などでも安心して、安全な買い物が出来るよう、商店街の施設整備に対する支援を行った。

⑧ 家庭教育支援基盤形成事業（継続）（社会教育課）
家庭の教育力向上のため、親への学習機会の提供や家庭教育支援チーム活動を行う市町

村の活動を支援した。

（２）子育ての経済的負担の軽減
子育ての経済的負担を軽減し、安心して子どもを育てられる環境を整備する。

① 子育て支援医療費助成事業（継続）（医療企画課）
子育て家庭の医療に係る経済的な負担を軽減し、府民ができるだけ安心して子どもを産

み育てられるようにするため、市町村が実施する子育て支援医療助成事業に対して助成し
た。

② 福祉医療制度の充実等検討（継続）（医療企画課）

③ 特定公共賃貸府営住宅における子育て・障害者支援事業（継続）（住宅課）
子育て家庭や障害者のいる家庭の家賃負担の軽減を図るため、中堅所得階層に対する

ファミリー向け住宅である特定公共賃貸府営住宅を最大限公営住宅家賃まで引き下げて提
供することにより、子育て・障害者支援の充実を図った。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
実施市町村 ６市町（組合）実施市町数 ５市町（組合）

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
中学校卒業までの入院及び通院医療費を助成する
市町村事業を支援（H２７．９月診療分から）
対象年齢 中学校卒業まで
負担額 １医療機関 月額２００円

（３歳以上の通院は月額３，０００円が負担上限)

小学校卒業までの入院及び通院医療費を助成する
市町村事業を支援
対象年齢 小学校卒業まで
負担額 １医療機関 月額２００円

（３歳以上の通院は月額３，０００円が負担上限)

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
平成２７年９月診療分以降、入・通院に係る対象年齢
を中学校卒業まで拡充

京都少子化対策総合戦略会議経済的負担軽減検討
部会において、子育て支援医療助成の拡充につい
て検討を行い、入・通院に係る対象年齢を中学校卒
業まで拡充する案がとりまとめられた。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
継続新規適用 ０世帯 年度末時点適用 ４世帯

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
地域交流スペース等の設置・運営 １団体
安心・安全な施設整備 助成団体数 ２４団体

地域交流スペース等の設置・運営 ２団体
安心・安全な施設整備 助成団体数 ４７団体



－３９－

④ きょうと子育て応援パスポート（継続）（少子化対策課）
親子のふれあう機会づくりや子育て世代の経済的な負担の軽減を図り、地域のきずなを

強めて安心して子どもを産み育てられるよう、社会全体で子育て家庭を応援する取組とし
て、企業・店舗等と協働し、子育て家庭を対象とした特典・割引等のサービスを行った。

⑤ 少子化対策総合戦略事業（継続・一部新規・再掲）
２６年度実施（男女共同参画課・医療企画課・少子化対策課・子育て政策課・家庭支援課）
２７年度実施（文教課・医療企画課・少子化対策課・子育て政策課・家庭支援課・住宅課・
学校教育課・社会教育課）

（３）子育て等の相談体制の充実
子育て等の相談体制の充実や、児童虐待の防止や早期の対応を進める。

① 男女共同参画センター相談事業（継続・再掲）（男女共同参画課）

② 青少年ひきこもり訪問「チーム絆」事業（継続）（青少年課、障害者支援課)
社会的ひきこもりに悩む青少年に対し、民間支援団体、支援サポーター、関係行政機関が

有機的・継続的に連携・協働する体制を構築しながら、相談支援や居場所づくり、社会体
験、職親制度など、ひきこもりの「段階」に応じた各種支援施策を講じた。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
継 続協賛店舗数 ３，８６０店舗

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果

継 続

（１）京都府ひきこもり相談の設置
電話 延べ ５９９件
面接 延べ１，００５件
（実１７５件・他、訪問支援のみ１１件）
家族教室 延べ２１９家族（障害者支援）

（２）京都府青少年の社会的ひきこもり支援ネット
ワーク連絡会議の設置
参加民間支援団体 ３７体

（３）ひきこもり支援情報ポータルサイトの設置・
運営

（４）インターネット相談窓口の設置、メールマガ
ジンの発行

（５）ひきこもり支援職親事業の実施
登録職親 １３０事業所 延べ参加者数３７名

（６）「チーム絆」相談件数 延べ６，９４３件（実５２４件）



－４０－

③ 非行少年等立ち直り支援事業（継続）（青少年課）
非行等の問題を抱える少年に対して、少年一人ひとりに適した支援プログラムによる立

ち直り支援や地域の民間団体と協働した非行・再非行の未然防止のための居場所づくりを実
施した。

④ 家庭支援総合センターの運営（継続）（家庭支援課）
家庭支援総合センターにおいて、児童虐待やＤＶ、障害、非行、ひきこもりなど、複雑・

多様化する様々な家庭問題に迅速・的確に対応するとともに、関係機関の連携・協力のもと、
家庭問題に対する総合的・専門的な相談支援を実施した。

⑤ 里親委託支援推進事業（新規）（家庭支援課）
社会的養護の必要な児童に対する家庭的な養育環境を保障するため、家庭支援総合セン

ター内に里親委託推進チームを設置し、新規里親の開拓及び既存の里親への支援を実施し
た。

⑥ 南部及び北部家庭支援センターの運営（継続）（家庭支援課）
宇治児童相談所及び福知山児童相談所に配偶者暴力相談支援センターの機能を付与し、

それぞれ「南部家庭支援センター」、「北部家庭支援センター」として相談支援を実施した。

⑦ 小児救急医療体制整備事業（継続）（医療課）
小児科担当看護師等による電話相談を実施した。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果

継 続

（１）「寄り添い型支援」 支援人数 ７１人
（２）「家庭裁判所係属中少年への支援」

支援人数 １０３人
（３）「ユース・コミュニティ」の設置

設置場所 京都市西京区及び亀岡市
参加者 延べ９９１人

平成２７年度実施状況
里親登録世帯数 ８４世帯
里親委託児童数 ３７人
里親委託率 １２．５％
各種研修会への出講 ５回
府市合同里親研修会の開催 開催日 平成２７年１０月２３日（祝）参加者数１０６人 （H２７．１０月末現在）

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
丹後、中丹、南丹、山城北、山城南医療圏におけ
る小児救急医療体制の整備への助成を実施し、小
児救急体制を連日（平日夜間・休日）確保。小児
救急電話相談事業の継続により子どもの病気に対
する保護者の不安の解消を図っている。

相談件数 １７，６７０件



－４１－

⑧ いじめ防止対策等推進事業（家庭教育カウンセラー巡回相談事業）（継続）（社会教育課）
家庭教育に関する悩みや不安を抱く親に対して適切なアドバイスを行えるよう、臨床心

理学等専門的な知識や技能を有する者を「家庭教育カウンセラー」として配置し、家庭教育
に関する相談体制の一層の充実強化を図った。

⑨ 発達障害者支援体制整備事業（継続）（障害者支援課）
発達障害支援センター（はばたき）及び府内６圏域に発達障害者圏域支援センターを設置

し、府民や学校等関係機関からの相談対応、ネットワークづくりなどを実施した。

⑩ 子ども・子育て支援交付金（継続・再掲）（子育て政策課）

（４）社会全体で子育てに取り組む意識の向上
子育てに対する府民の理解を深め、社会全体で子育てに取り組む意識の向上を図る。

① 子ども・地域の安心・安全活動支援事業（継続）（安心・安全まちづくり推進課）
子どもの安心・安全の確保を図るため、府内各地域で防犯活動を実施する「子ども・地域

安全見守り隊」などのボランティア団体に対して、パトロール等の活動に必要な資機材の交
付や、ボランティア保険への府を通じた加入を実施した。

② 青少年社会環境浄化推進事業（継続・再掲）（青少年課）

③ 京都府子育て支援表彰（継続・再掲）（少子化対策課）

④ きょうと婚活支援ネットワーク会議の開催等（継続）（少子化対策課）
出会いの場づくりなどに取り組む市町村やＮＰＯ等のネットワークを構築することによ

り、地域が連携して婚活の支援ができる体制を整備した。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
相談件数２０６件 (H２７．１１月末現在）相談件数 ２８５件

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
支援団体 １８６団体支援団体 １８２団体

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
（１）きょうと婚活応援センター開設

平成２７年１０月１０日（土）
（２）きょうと婚活支援ネットワーク会議開催 １回
（３）婚活アドバイザー派遣 ８回
（４）あすのkyoto・地域創生フェスタ出展

きょうと婚活支援ネットワーク会議加盟２２団体

（１）きょうと婚活支援ネットワーク会議開催 ３回
（２）婚活アドバイザー派遣 １１回
（３）婚活支援活動助成 １５団体
（４）あすkyoフェスタ出展

きょうと婚活支援ネットワーク会議加盟２４団体



－４２－

⑤ 地域で支える学校教育推進事業（継続）（社会教育課）
地域ぐるみで学校を支える体制整備として「学校支援地域本部」を設置して地域コーディ

ネーターや学校支援ボランティアを配置し、学習支援・部活動支援・読書活動支援・学校行
事の支援など、学校のニーズに応じた教育支援活動を展開した。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
実施市町数 １６市町（組合）１２１校実施市町数 １３市町（組合）１２２校



－４３－

（１）男性への男女共同参画に関する理解促進
男女共同参画に対する男性の関心を高め、理解の促進を図る広報・啓発を行うとともに、

男性の意識や課題に合った講座等を実施する。

① KYOのあけぼのフェスティバル（継続・再掲）（男女共同参画課）

（２）男性の育児・介護・地域活動等への参加促進
男性の育児・介護・地域活動等への参加を促進する。また、高齢男性の地域社会への参画

を支援する。

① 「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度（継続・再掲）（男女共同参画課）

② 男性職員の育児休業取得促進等（継続・再掲）（給与厚生課、教職員課）

６ 男性の課題に対応した男女共同参画の推進



－４４－

（１）男女共同参画による地域の多様な活動の支援
家庭や地域社会の課題解決や文化・産業の振興など、男女共同参画による地域の多様な活

動を支援する。また、好事例の発信等により地域住民の男女共同参画についての理解促進
を図る。

① 地域団体育成事業（継続）（男女共同参画課）
女性団体の実施する男女共同参画推進のための事業等に助成した。

② 地域力再生プロジェクト（継続）（府民力推進課）
地域課題の解決のため、多様な主体が自主的に取り組む活動を地域力再生活動として支

援し、府内全域での活発化と拡がりの実現を図った。

③ 府民力推進会議（継続）（府民力推進課）
地域力再生及び府民参画・協働を進めるための施策の検討等を実施した。

７ 家庭・地域における男女共同参画の推進

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
継 続助成団体数 ６団体 ８事業

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
（１）地域力再生プロジェクト支援事業交付金

地域住民が協働して自主的に地域課題に取り
組む地域力再生活動、広域的な課題や地域の
複合的な課題等の解決を図るため、多様な主
体の協働・連携により取り組む地域力再生活
動を支援（交付決定件数 ５１１件）

（２）NPOパートナーシップセンターの運営
NPOと行政等との交流・連携・協働の拠点と
して、府内の各センターを運営

（３）地域力再生プロジェクト推進事業
地域力再生プラットフォームの構築等
（９５プラットフォーム）

（１）地域力再生プロジェクト支援事業交付金
地域住民が協働して自主的に地域課題に取り
組む地域力再生活動、広域的な課題や地域の
複合的な課題等の解決を図るため、多様な主
体の協働・連携により取り組む地域力再生活
動を支援 （交付件数 ７２９件）

（２）NPOパートナーシップセンターの運営
NPOと行政等との交流・連携・協働の拠点と
して、府内の各センターを運営

（３）地域力再生プロジェクト推進事業
地域力再生プラットフォームの構築等
（１０２プラットフォーム、２４８事業）



－４５－

④ NPO活動支援融資事業（継続）（府民力推進課）
地域の課題解決や活性化の担い手であるNPO等の社会貢献活動を支援するため、「京都府
府民の力援基金」を活用したNPO法人向け無利子融資「きょうとNPO支援連携融資制度」
を公益財団法人京都地域創造基金及び金融機関との協議により実施した。（２５年度に京都市
との協調で融資制度を拡充）

⑤ 地域力再生活動応援事業（継続）（府民力推進課）
地域力再生活動団体の活動資金確保の多様化を図るため、多様な分野の複数団体が連携

して行う、地域住民が寄附しやすい仕組みづくりを支援した。

⑥ 文化創造マーケット事業（継続）（文化芸術振興課）
若手作家・職人と鑑賞者（買い手）との出会いの場の創設等を図るため、京都文化博物館

別館等で、作品を自由に展示販売することのできる「京都アートフリーマーケット」を開催
した。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
融資 ３件（H２７．２月末現在）＜きょうとNPO支援連携融資制度＞

融資限度額 １法人につき５００万円以内
利 率 年２．０％（固定）

京都府及び京都市の補助により、借
入時の元本３００万円まで実質無利子、
３００万円超～５００万円まで実質金利
１％

融 資 １６件

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
助成協議体数 ３協議体（予定）助成協議体数 ５協議体

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
（１）京都アートフリーマーケット２０１５秋

開催期間 平成２７年９月１９日～２１日
開催場所 京都府京都文化博物館別館及び周

辺
出展者数 １３３グループ（１３３ブース）
来場者数 ４５，４５７名（３日間計）

（２）京都アートフリーマーケット２０１６春
開催期間 平成２８年３月１９日～２１日
開催場所 京都府京都文化博物館別館及び周

辺

（１）京都アートフリーマーケット２０１４秋
開催期間 平成２６年９月１９日～２１日
開催場所 京都府京都文化博物館別館及び周

辺
出展者数 １５９グループ（１５９ブース）
来場者数 ３７，３００名（３日間計）

（２）京都アートフリーマーケット２０１５春
開催期間 平成２７年３月１３日～１５日
開催場所 京都府京都文化博物館別館及び周

辺
出展者数 １５８グループ（１５８ブース）
来場者数 ３２，１６１名（３日間計）



－４６－

⑦ こころを育む古典の日推進事業（継続）（文化芸術振興課）
源氏物語千年紀委員会が提唱した「古典の日」宣言を継承発展させるため、京都府、京都

市、府・市教育委員会等、関係機関が連携して、古典に親しみ次の世代へつないでいく事業
を実施した。

⑧ CreativeKYOTOクリエイター育成事業（継続）（ものづくり振興課）
コンテンツ産業及びクリエートの活動支援、映画制作に携わる国内外の若手人材（クリ

エーター）を対象にしたワークショップなどを実施した。

⑨ 「きょうと元気な地域づくり応援ファンド」推進事業（継続・再掲）（地域力ビジネス課）

⑩ 京都ものづくりフェア（継続・再掲）（労働・雇用政策課）

⑪ 一商一特パワーアップ事業（継続・再掲）（商業・経営支援課）

⑫ 共に育む「命の里」事業（継続）（農村振興課）
過疎化・高齢化集落を含む農村地域の複数集落による連携組織の設立や、里力再生計画の

策定、計画に基づく協働活動（女性農産加工グループ、住民の暮らしを守る高齢者サロンや
福祉輸送などの活動を含む。）の実施等を、地域リーダーだけでなく地域に住む皆さんの意
見を聞きながらきめ細かく支援し、過疎化・高齢化の進む農村地域の活性化を図った。

⑬ 農林水産フェスティバル（継続・再掲）（流通・ブランド戦略課）

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
（１）琳派４００年記念 古典の日フォーラム２０１５の

開催
開催日 平成２７年１１月１日
場 所 国立京都国際会館
参加者 １，７５０名

（２）古典の日朗読コンテストの開催
応 募 ５５８作品
古典の日フォーラム２０１５において受賞作品朗
読

（１）古典の日フォーラム ２０１４の開催
開催日 平成２６年１１月１日
場 所 国立京都国際会館
参加者 １，７００名

（２）古典の日の朗読コンテストの開催
応 募 ３８８作品
表彰式 平成２６年１１月２９日
場 所 金剛能楽堂
参加者 ３５０名

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
＜京都フィルムメーカーズラボ：ハンズオン時代劇＞
開催日 平成２７年１０月２５日～２８日
会 場 東映京都撮影所、松竹撮影所、京都文化

博物館等
参加者 国内外の若手クリエーター ２０名

＜京都映画若手才能育成ラボ＞
開催日 平成２６年１２月１５日～１８日
会 場 東映京都撮影所、松竹撮影所、京都文化

博物館等
参加者 国内外の若手クリエーター ２０名

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
実施箇所 府内４８地区実施箇所 府内４６地区
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（２）活動団体への支援及び多様な機関・団体等の連携・協働
活動団体の地域横断的な支援や、地域のボランティア人材等と活動団体のマッチング（調

整・仲介）を行うとともに、多様な機関・団体等の連携・協働を推進する。

① 「プロボノ」を活かした地域力応援事業（継続）（府民力推進課）
複雑化・高度化する地域課題に対して、地域力再生活動団体の解決能力の向上を図るた

め、高度な専門知識や能力を有する専門家をプロボノとして地域力再生活動団体に派遣し、
課題解決に向けた指導や支援を展開した。

② KYOのあけぼのフェスティバル（継続・再掲）（男女共同参画課）

③ 男女共同参画に関する意見交換会（継続・再掲）（男女共同参画課）

④ 男女共同参画の視点での防災支援事業（継続）（男女共同参画センター）（男女共同参画課）
男女共同参画の視点による防災について、避難所の運営者等に必要なことを理解しても

らうため、避難所運営ガイドを作成するとともに、行政、支援機関・団体等が一体となった
支援体制づくりを進めた。

⑤ 輝く女性地域プラットフォーム推進事業（新規）（男女共同参画課）
府内全域で女性の活躍を促進するため、地域の女性のネットワーク化と、地域で女性が活

躍できる環境づくり等のための取組を企画するプラットフォームづくりを推進。

⑥ 農林水産フェスティバル（継続・再掲）（流通・ブランド戦略課）

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
プロボノ人材登録者数 １２５人（H２７．１２月末現在）フォーラム「きょうとプロボノ元年」の開催

（参加者数７８人）
プロボノ人材登録者数 １００人

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
（１）女性相談サポーター養成講座（２期生）

（５日間、１３名受講・１３名修了）
（２）女性相談サポーター（１期生）フォローアッ

プ講座（４日間、１２名受講）
（３）避難所設営体験講座（３カ所）
（４）府男女共同参画センターを核とした災害時の

女性支援ネットワークづくり

（１）男女共同参画の視点による避難所運営ガイド
の作成（チェックシート編・図面編、５，０００部）

（２）避難場所づくり設営体験講座（３カ所）
（３）災害時の女性相談サポーター養成講座（１期

生）（５日間、２１名受講・１９名修了）
（４）府男女共同参画センターを核とした災害時の

女性支援ネットワークづくり（KYOのあけぼ
のフェスティバルワークショップ出展・市開
催イベントに出展参加）

平成２７年度実施状況
設置箇所数：府内６箇所（各広域振興局、京都市、乙訓地域）
開 催 実 績：各地域６回程度会議を開催し、地域課題の抽出と取組企画を実施。
成 果：６地域において事業を実施。延べ参加者数９７０人
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⑦ 京都地域力ビジネス支援事業費（継続）（地域力ビジネス課）
地域課題を解決するために、ビジネス的な手法により新しい仕事や働き方で、自分たちの

手で継続的なまちづくりに取り組む京都地域力ビジネス（京都ちーびず）を支援した。

（３）地域の多様な活動・団体等への男女共同参画
NPOや自治会、消防団など、地域のさまざまな活動・団体等への男女双方の参画と、各
団体等の代表・役員等への女性の参画を進める。

① 地域団体育成事業（継続・再掲）（男女共同参画課）

② 女性リーダー育成事業（京都府女性の船）（継続・再掲）（男女共同参画課）

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
（１）京都ちーびず協働推進事業

府内各地域に８名のちーびず推進員を配置
し、京都ちーびずを普及・推進
ちーびず応援博へのエントリー支援
ちーびず活動 ５６件
ちーたび・プレミアムちーたび ２９件
ちーびずマルシェ等 ３件

（２）応援カフェ・交流セミナー
京都地域力ビジネスに取り組む団体等の交
流・マッチングの場を創出することによりコ
ラボを推進
開催回数 ６回
参加者数 １４６人

（３）地域力再生プロジェクト支援事業交付金（地
域力ビジネスプログラム）
地域力再生活動団体等が地域課題を解決する
ために、ビジネス的手法を用いて取り組む事
業を支援
支援件数 ３３件
支援額 ２２，０３７千円
京都ちーびず立ち上げ支援プログラム
支援件数 ５件
支援額 １，４５５千円

（１）応援プラットフォーム人づくり事業
地域力ビジネスの実践的な活動を通じて、地
域力ビジネスの担い手を育成
育成人数 ７４人

（２）応援カフェ・交流セミナー
京都地域力ビジネスに取り組む団体等の交
流・マッチングの場を創出することによりコ
ラボを推進
開催回数 ８回
参加者数 ６２３人

（３）地域力再生プロジェクト支援事業交付金
（ソーシャル・ビジネスプログラム）
地域力再生活動団体等が地域課題を解決する
ために、ビジネス的手法を用いて取り組む事
業を支援
支援件数 ４６件
支援額 ２８，７９１千円
京都ちーびず立ち上げ支援プログラム
支援件数 ７件
支援額 ２，０８１千円
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④ 地域女性リーダー研修講座（継続）（社会教育課）
女性の主体的な学習活動や社会参加の促進に向けて、地域でリーダーとして活躍する女

性の実践力の向上を図った。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
参加者数 ８５名参加者数 ８４名
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（１）一人ひとりの事情に応じた生活・就労支援
誰もが就業による生活の自立が可能となるように、一人ひとりの事情に応じて総合的な

支援を行う。

① 内職者団体運営補助事業（継続）（男女共同参画課）
内職者の労働条件の向上と生活の安定を図るため、内職者団体の運営に要する経費に対

して助成した。

② 京都ジョブパークマザーズジョブカフェの運営 （継続・再掲）
（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

③ 北京都ジョブパークマザーズジョブカフェの運営（継続・再掲）
（男女共同参画課、家庭支援課、総合就業支援室）

④ ママ再就職フェア（継続・再掲）（男女共同参画課）

⑤ 職業訓練支援制度（継続）（人づくり推進課）
公共職業能力開発施設の職業訓練を受ける母子家庭の母に、訓練期間中の生活援護を図

るため訓練手当を支給した。

⑥ 障害者自立就労支援事業（継続）（人づくり推進課）
障害者の職業訓練機会や職域の拡大を図り、就職を促進するため、障害者校以外の府立高

等技術専門校において、知的障害者等を対象に、職業訓練・就職・職場定着までのきめ細か
い一体的な支援により、障害者の自立・就労支援を行った。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
３市町 ５団体３市町 ６団体

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
（１）発達障害者対象訓練

キャリア・プログラム科（１年）
入校者 １０名

（２）知的障害者対象訓練
総合実務科（１年）
入校者 １４名

（１）発達障害者対象訓練
キャリア・プログラム科（１年）
入校者 １０名 修了者 ４名（就業率７５．０％）

（２）知的障害者対象訓練
総合実務科（１年）
入校者 ７名 修了者 ６名（就業率６６．７％）

８ 多様な立場の府民が安心して暮らせる
環境の整備

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果

継 続
１０５名（障害者等同じ制度の適用を受ける方も含
む）
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⑦ 生活福祉相談・就労支援事業（継続）（福祉・援護課、介護・地域福祉課）
生活困窮者の抱える様々な相談を一元的に受け付ける生活就労相談窓口を設置し、生活

保護や生活福祉資金貸付けの相談から、就労・自立までの継続的な支援を実施した。

⑧ 京都式生活・就労一体型支援事業（継続・一部新規）
（総合就業支援室、福祉・援護課、労働・雇用政策課）

多様な立場の府民が安心して暮らせる環境整備のため、生活保護と就労支援の連携の一
層強化や、自立就労をサポートする機能を拡充し、働く意欲のある生活保護受給者等の就労
を総合的に支援した。

⑨ 職業技能訓練給付金支援事業（継続）（家庭支援課）
ひとり親家庭の方に、職業技能訓練給付金（指定教育訓練講座受講費の一部）を支給した。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
（１）就労支援員 ２２名（市、府保健所）
（２）就労支援員、キャリアカウンセラー、求人開

拓員 ３１名（京都市）
（３）生活福祉資金相談員 ４２名

（市区町村社会福祉協議会）

（１）就労支援員 ２６名（市、府保健所）
（２）就労支援員、キャリアカウンセラー、求人開

拓員 ２９名（京都市）
（３）生活福祉資金相談員 ４２名

（市区町村社会福祉協議会）

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
（１）中間的就労提供事業者開拓推進事業

参加者数 １８名（H２７．１０月末現在）
（２）スキルアップ訓練

延べ参加者数 １６５名（H２８．１月末現在）
（３）自立就労サポートセンターの運営
（４）日常生活等自立支援事業 ５箇所

（通所型３箇所、宿泊型２箇所）
（５）就労体験事業 ２箇所
（６）中間的就労創出事業 ３箇所

参加者数 ２７名（H２８．１月末現在）
（７）子どもの居場所づくり事業 １箇所

（１）中間的就労提供事業者開拓推進事業
参加者数 ４８名

（２）京都人材ジョブトライ事業
参加者数 １１０名

（３）技術系資格取得訓練、スキルアップ訓練
参加者数 ２０４名

（４）自立就労サポートセンターの運営
（５）日常生活等自立支援事業 ６箇所

（通所型４箇所、宿泊型２箇所）
（６）就労体験事業 ４箇所
（７）中間的就労創出事業 ２箇所

参加者数 ３４名
（８）子どもの居場所づくり事業 ２箇所

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果

継 続
（１）高等職業訓練促進給付金 ８名
（２）自立支援教育訓練給付金 ０名
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⑩ 母子家庭の母の就労支援事業（継続）（家庭支援課）
直ちに就労が困難な母子家庭の母に対し、就業に向けた職業体験やビジネスマナーの習

得及び生活相談を実施し、早期に就労に結びつけることにより母子家庭の生活の安定と心
のケアを図った。

⑪ 京都ジョブパークの運営（継続）（総合就業支援室）
ハローワークとの一体的実施により、正規雇用を望む若年者はもとより、中高年齢者や女

性の方等の幅広い府民に対して、相談からスキルアップ、就職、職場定着までをワンストッ
プで支援した。
設置コーナー：総合受付、カウンセリングコーナー、大学生コーナー、はあとふるコー

ナー、福祉人材コーナー等を設置

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
実施事業所 ２箇所
（１）生活相談「心のケア」

参加者に対し、悩みなどの相談に乗り「心のケ
ア」を実施

（２）就労体験
受託事業者等の施設において就労体験を実施

（３）就労スキルの習得に向けた支援
ビジネスマナー講座、コミュニケーションス
キルの習得など、就労に向けて必要なスキル
の習得を実施

（４）就労に向けた支援
ひとり親家庭自立支援センター、ハローワー
ク及び市町村と連携して就労に向けた支援を
実施

実施事業所 ２箇所
（１）生活相談「心のケア」

参加者に対し、悩みなどの相談に乗り「心のケ
ア」を実施

（２）就労体験
受託事業者等の施設において就労体験を実施

（３）就労スキルの習得に向けた支援
ビジネスマナー講座、コミュニケーションス
キルの習得など、就労に向けて必要なスキル
の習得を実施

（４）就労に向けた支援
ひとり親家庭自立支援センター、ハローワー
ク及び市区町村と連携して就労に向けた支援
を実施

＜平成２６年度実施結果＞ （単位：人）

うち女性就職内定者来所者区 分
７，０９３総合相談窓口

９００１，５５７１２，８６７大学生コーナー
７１１３０１，９８２留学生コーナー

１，４０６３，５３５３３，８５２カウンセリングコーナー
１０５３０１４，５９９はあとふるコーナー
３２５５１２農林水産業コーナー
２６６４４４２，６３９福祉人材コーナー
４７１３０３，１８１自立就労支援コーナー
２２２５６０２１，５８４ハローワークコーナー
２０３４３，０５６わかものハローワークコーナー

２，４０６京都府職業紹介コーナー
３，９４６京都JPカレッジ

１，０７３１，０７８１３，７３９マザーズジョブカフェ
８０７１，３５１１４，４９０北京都ジョブパーク

４，９２０９，１４５１２５，９４６合 計
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⑫ 自立就労サポートセンターの設置（継続）（福祉・援護課）
京都ジョブパーク内に設置した「自立就労サポートセンター」において、コミュニケショ

ン能力や日常生活自立等の生活面に課題を抱え、中長期的な支援が必要な就労困難者等に
対して、就労に向けた寄り添い型支援を実施するとともに、中間的就労の場の開拓や生活困
窮者等の自立相談支援を行う市や府保健所の支援を行った。

（２）雇用における生活困難の防止
男女の雇用の機会・待遇の不均等の是正や、女性に多い非正規雇用者の待遇改善などを進

め、低収入や不安定雇用による生活困難の防止を図る。

① 男女共同参画センター相談事業（継続・再掲）（男女共同参画課）

② 中小企業労働相談（継続・再掲）（労働・雇用政策課）

③ ひとり親家庭自立支援センターの運営（継続）（家庭支援課）
「ひとり親家庭自立支援センター」（京都ジョブパークマザーズジョブカフェ、北京都ジョ
ブパークマザーズジョブカフェ）において、ひとり親家庭の母や父等に自立支援に向けた就
業サービスを提供した。

④ 母子家庭等緊急就職支援事業（継続）（家庭支援課）
母子家庭の母等に対し、安定した収入を得て自立した生活が送ることができるよう京都

ジョブパークマザーズジョブカフェ等と連携して生活や就業に対する支援を行った。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
＜自立就労サポートセンター＞
来所者数 １，５６５人
新規登録者数 ３９２人
寄り添い支援者数 １５１人
就職者数（中間的就労含む）１６１人

（H２８．１月末現在）

＜自立就労サポートセンター＞
来所者数 ２，８１１人
新規登録者数 ４７４人
寄り添い支援者数 ２５３人
就職者数（中間的就労含む）２１５人

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果

継 続

相談件数 ３，９１３件
就業につながった者 ３２５名
資格取得講習会受講者数 １６０名
巡回（出張）相談 １１６名
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（３）貧困や地域社会からの孤立等による生活困難の防止
貧困や地域社会からの孤立等による生活困難を防止し、生活の自立や地域社会でのつな

がりづくりを支援する。

① 青少年ひきこもり訪問「チーム絆」事業（継続・再掲）（青少年課、障害者支援課）

② 特定公共賃貸府営住宅における子育て・障害者支援事業（継続・再掲）（住宅課）

（４）多様な立場の人々の人権擁護、複合差別の禁止
女性に対する複合的な差別を防止し、地域の多様な立場の人々の就業・生活支援等の生活

困難対策や人権擁護の取組を推進する。

① （公財）世界人権問題研究センター運営助成 （継続）（企画総務課）
人権問題について広く世界的視野に立った総合的な調査・研究を行い、広範な学問分野で

の交流等を推進する（公財）世界人権問題研究センターの運営助成を実施した。

② 京都府人権教育・啓発推進計画推進本部、京都府人権啓発調整会議の運営、
人権に関する各種啓発事業（継続）（人権啓発推進室）

憲法週間（５/１～７）、人権強調月間（８月）、人権週間（１２/４～１０）を中心に、メディアも
積極的に活用しつつ、府民が主体的・能動的に参加できる手法を取り入れて、総合的・効果
的な啓発事業を実施した。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
人権大学講座 開催期間 １２日間（予定）
受講者数 延べ５１６名 （H２７．１０月末時点）
内 容 １２テーマの内、「性サービス産業と女性

の人権」「ワークショップ女性差別撤廃
条約を学ぼう」「女性の人権が保障され
る社会の実現に向けて―女性差別撤廃
条約批准３０周年―」について、女性・男
女共同参画をテーマに開催

人権大学講座 開催期間 １２日間
受講者数 延べ９０５名
内 容 １２テーマの内、「婚外子差別の問題～国

際人権条約の国内的実施～」「同姓愛者
の人権～生きづらさと暴力の問題から
～」の２回を、女性・男女共同参画を
テーマに開催
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③ 犯罪被害者等支援活動事業（継続）（安心・安全まちづくり推進課、警察本部警務課）
（公社）京都犯罪被害者支援センターにおける犯罪被害者等への相談・支援体制を充実す
るとともに、社会全体で被害者等をサポートできる環境づくりの促進を図った。

【京都府関係のもの】

【府警関係のもの】

④ 府民相談、府民無料法律相談等（継続）（府民総合案内・相談センター）
開かれた府政、親切府政の窓口として、本庁に府民総合案内・相談センターを、また、各

総合庁舎に総合案内・相談コーナーを設置するとともに、園部・福知山・舞鶴・宮津・峰山
の５総合庁舎においては、弁護士による民事の無料法律相談を実施した。
また、弁護士過疎地域における住民の弁護士へのアクセスを容易にするため、京都弁護士

会が運営する丹後法律相談センター（京丹後市、宮津市）に助成を行った。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果

（１）～（５）
継 続

（６）犯罪被害者週間京都大会（内閣府等共催）を
初開催、遺族による基調講演、パネルディス
カッション等を実施

（１）社会復帰までのトータルサポートを行う犯罪
被害者支援コーディネーターを中心とした
「京都府犯罪被害者サポートチーム」の運用

（２）「京都ヒューマンフェスタ」における「犯罪
被害者支援啓発事業（生命のメッセージ展）」
の開催

（３）市町村犯罪被害者支援施策担当者研修会の開
催

（４）犯罪被害者等への府営住宅常時確保・特定目
的優先入居の実施

（５）犯罪被害者週間（１１月２５日～１２月１日）にお
ける
街頭広報啓発活動

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果

継 続

（１）指定被害者支援要員による被害直後の支援
（２）犯罪被害者心理カウンセラーによるカウンセ

リング等の実施
（３）各種公費負担制度の運用
・性犯罪や傷害などの身体犯罪被害者への診断
書料等

・被害直後の一時避難場所に係る費用
・被害者等に対する精神科医師の診察に係る費
用

・司法解剖後における死体検案書料
・司法解剖後における遺体修復に係る費用

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
（１）無料法律相談

実施回数 １６回 相談件数 １１７件
（２）丹後法律相談センター

相談件数 １１３件
（H２７．１０月末現在）

（１）無料法律相談
実施回数 ２８回 相談件数 ２１３件

（２）丹後法律相談センター
相談件数 １９０件
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⑤ 府民総合案内・相談センターの運営（継続）（府民総合案内・相談センター）
府民の方等から問合わせ・苦情・要望・提案に一元的に対応する「府民総合案内・相談セ

ンター」を運営した。
業務内容：総合案内、コールセンター、府民相談、行政相談、各種申込書、イベント情報

の提供 等

⑥ 自殺防止総合対策事業（継続）（消費生活安全センター、福祉・援護課）

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
場 所 京都府庁第１号館１階
電話等 ９，５４８件

（電話 ５，３７９件 Eメール ３，７３６件
FAX ３３７件 郵便 ９６件）

内 容 問合せ ９，１９６件 意見要望 １７６件
苦情 ９８件 お礼 ７８件

来 庁 ５，２５９件
（H２７．１０月末現在）

場 所 京都府庁第１号館１階
電話等 １７，２８６件

（電話 １０，５６５件 Eメール ６，３８２件
FAX ３２８件 郵便 １１件）

内 容 問合せ １６，７１７件 意見要望 ２７３件
苦情 ２１０件 お礼 ８６件

来 庁 １０，０８６件

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
（１）消費者あんしんサポート事業（多重債務）

多重債務相談の件数は少ないながらも依然と
して相談があり、また、自殺の原因の一つで
もあることから、府内各地で無料法律相談の
機会を提供するとともに関係機関等と多重債
務問題に関する情報交換を行った。
・府内 ６箇所で実施
相談実施回数 １２回 相談者数 ２５名

（H２７．１０月末現在）
（２）自殺防止総合対策事業

京都府自殺対策に関する条例に基づき、悩み
苦しむ人を孤立させず、全ての府民が地域社
会の一員として共に生き、共に支え合う京都
府づくりを進めるため、自殺未遂者や自死遺
族への支援等の自殺対策を総合的に推進
・自殺対策推進協議会の設置
・自殺対策推進計画の策定（予定）
・「京都いのちの日」シンポジウムの開催（予
定）
・自殺予防教育の実施（３小学校、２中学校）
・民間団体等支援人材交流会の開催（１回）
・ゲートキーパーの養成（１，４８７人）
・自殺対策事業補助金（１９市町村及び８民間
団体に補助（予定））

・自殺ストップセンターにLINE相談電話を開
設
・自死遺族サポーターの養成（予定）
・救急医療機関と連携した未遂者対策（４圏
域）
・臨床宗教師による自死遺族のための居場所
の設置（予定）
・未遂者、自死遺族・遺児のための居場所（３
箇所）

（１）消費者あんしんサポート事業（多重債務）
多重債務の相談件数は減少しているものの、
少ないながらも依然として相談があり、また、
自殺の原因の一つでもあることから、府内各
地で無料法律相談の機会を提供するとともに
市町村や関係機関へ多重債務問題に関する情
報提供を行った。
・府内６箇所で実施

実施回数 ２７回 相談者数 ４７名
（２）自殺防止総合対策事業

誰も自殺に追い込まれることのない住み心地
の良い京都府づくりのため、自殺予防教育や
ハイリスク者を対象にした重点的な取組等を
総合的に推進
・京都府自殺対策に関する条例を制定
・G-Pネット（かかりつけ医・精神科医連携
体制）構築の検討等のハイリスク者対策推
進

・未遂者のための居場所づくりを推進（１箇
所）

・小中高生を対象とした「いのちとこころの
コミュニケーション事業」（予防教育）の実
施（１１小学校、５中学校）

・自死遺族・遺児支援活動の推進
・自殺対策事業補助金
１９市町村及び８民間団体に補助
・自殺ストップセンター相談ダイヤル専用回
線の増設など支援機能強化

・ゲートキーパーの養成 （４，９５１人）
・京のいのち支え隊による「くらしとこころ
の総合相談会」を府内各地で実施（１１回）

・自殺予防シンポジウムの開催
テーマ「京都で若者の自死・自殺を考える」
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⑦ 性暴力被害者支援事業費（新規）（家庭支援課）
性暴力被害者に対して、行政、医療機関、警察、弁護士会、民間団体等が連携し、被害直

後から中長にわたる総合的な支援を提供するため、「京都性暴力被害者ワンストップ相談支
援センター」（愛称：京都SARA（サラ））を設置した。

⑧ 女性の視点を一層反映した警察運営の推進（継続）（警察本部警務課）
女性の視点や力を警察運営に反映させることで、警察の組織力を質的に強化し、女性被害
者・相談者等へのより的確な対応を実施した。

⑨ 「女性の力」を活かした治安対策推進事業（継続）（警察本部警務課）
女性警察官の交番への配置を拡大し、地域防犯力の向上と被害者等への対応強化を図る

ため、交番の改修等を実施した。

平成２７年度実施状況
設置日：平成２７年８月１０日
相談受付件数（H２７．１１月１０日現在）
（１）電話相談件数 １１８件（６５人）
（２）相談対応状況

・助言・情報提供 ８６件
・弁護士等への連絡・調整 １５件
・他機関照会等 １７件

（３）医療・カウンセリングの公費負担活用 ２０件

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
（１）犯罪被害者専用相談室等の充実
・警察署に犯罪被害者専用相談室等を整備
（３箇所）

（２）女性向けの採用・募集活動の強化
・女子学生向け就職セミナー「ウーマンポリス
スクール」の開催（参加人数７４人）

（３）女性警察官を核とした地域住民との協働活動
の強化
・自治会、学校、商店街等へのステーション活
動の参画拡大
（活動回数２，７６４回、４，６９６団体、２６，１０６人）
・高校との共同により、管内危険箇所点検及び
防犯マップ作りを実施 (H２７．１０月末現在)

（１）犯罪被害者専用相談室等の充実
・警察本部、警察署に犯罪被害者専用相談室等
を整備（２３箇所）

・鉄道警察隊「レディース相談室」を改装
（２）女性向けの採用・募集活動の強化
・女子学生向け就職セミナー「ウーマンポリス
スクール」の開催（参加人数１３２人）

・就職情報誌に女性警察職員の活躍情報等が掲載
（３）女性警察官を核とした地域住民との協働活動

の強化
・大学生との共同により、防犯マップを製作
・地域の女性団体と防犯環境の整備に関する
ワークショップを開催するなど、協働活動を
活性化
（女性警察官が行う府民協働防犯ステーショ
ン活動への延べ参加人数３１５５人）

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
装備資機材整備
(耐刃防護衣３０着、帯革用サスペンダー３０本、逮捕
術防具９０組を配備) (平成２７年１０月末現在)

（１）施設整備
１３交番に女性対応待機室を整備（平成２６年末
に整備が完了しているのは７交番）

（２）装備資機材整備
耐刃防護衣１３０着、帯革用サスペンダー１３０
本、逮捕術防具９０組を整備

（３）定員条例の一部改正
育児休業警察官の復帰後定員外措置（１年を
超えない期間内）
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⑩ 障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり推進事業費（継
続）（障害者支援課）
「京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」
に基づき、障害の有無にかかわらない共生社会の実現に向け、障害の理解促進の取組、障害
を理由とした不利益取扱い等に関する相談・調整体制の整備等を図った。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
条例が施行され、その趣旨・内容を広く府民に周知
するため、条例の内容をわかりやすく説明するパ
ンフレットでの広報や、障害者雇用支援月間（９
月）に合わせた重点的な啓発を実施。また、条例に
基づく相談・調整体制の整備等の整備を図った。

条例の施行に向け、その趣旨・内容を広く府民に周
知するため、条例の内容をわかりやすく説明する
パンフレットでの広報や、障害者週間（１２月３日～
９日）に合わせた重点的な啓発を実施。また、条例
に基づく相談・調整体制づくりの準備を進めた。



－５９－

（１）配偶者等からの暴力の防止と被害者支援
京都府家庭支援総合センターを中心に、京都府の部局横断的な連携と、府と市町村や民間

支援団体等との連携を強化して、ドメスティク・バイオレンス（以下、DV）防止と被害者
の支援を行う。

① 配偶者等からの暴力相談窓口の設置（継続）（家庭支援課）
DVの防止、被害者支援を図るため、配偶者暴力相談支援センター（家庭支援総合セン

ター、南部家庭支援センター及び北部家庭支援センター）にDV専用相談窓口を設置し、相
談支援を行った。

② 配偶者等からの暴力防止・被害者支援事業（継続）（男女共同参画課、家庭支援課、住宅課）
必要に応じ一時保護を行うとともに、被害者の社会的自立に向けた情報提供を行った。

また、被害者支援に関わる関係機関との連携により、被害者の状況に応じた支援を行った。

③ 家庭支援総合センターの運営（継続・再掲）（家庭支援課）

④ 南部及び北部家庭支援センターの運営（継続・再掲）（家庭支援課）

⑤ 女性のための相談ネットワーク会議（継続）（男女共同参画センター）（男女共同参画課）
女性のための相談機関が研鑽と情報交換を行い、相談者により有効な支援を行うため、

ネットワーク会議を開催した。

９ 女性に対するあらゆる暴力の根絶

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
配偶者暴力相談支援センター ４，２５５件

（H２７．１０月末現在）
配偶者暴力相談支援センター ６，９９４件

（対前年比 １６．９％増）

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
一時保護件数 延べ ８０件
（１）民間シェルターへの運営費補助
（２）通訳・翻訳事業、診断書料給付事業
（３）自立支援グループワークの実施

南部・北部会場で開催
（４）DV被害者への府営住宅優先入居の実施

募集 ４件 申込み １件 入居 １件
（５）DV被害者地域生活サポーター

新規登録者 ７名 合計 ７２名
（H２７．１０月末現在）

一時保護件数 延べ １０７件
（１）民間シェルターへの運営費補助
（２）通訳・翻訳事業、診断書料給付事業
（３）自立支援グループワークの実施

南部・北部会場で開催 参加者 延べ ６８名
（４）DV被害者への府営住宅優先入居の実施

募集 ６件 申込み ３件 入居 ２件
（５）DV被害者地域生活サポーター

新規登録者 １０名 合計 ６５名

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
第１回 平成２７年７月２１日

研修「DV家庭で育つ子どもたちの現状と
対応のあり方」

第２回 平成２８年２月１６日
相談事例研究

第１回 平成２６年７月８日
研修「人権とは、パーソナリティーと
は？」

第２回 平成２７年２月３日
相談事例研究



－６０－

⑥ 配偶者等からの暴力に関するネットワーク京都会議（継続）（男女共同参画課、家庭支援課）
関係機関が一体となって、DV対策に関する施策や支援を行うため、ネットワーク京都会

議を開催した。

（２）DVについての啓発と支援情報の周知
DVについて啓発と支援情報の周知を図るとともに、若者に対するデートDVの予防啓発

を行う。

① 「配偶者等からの暴力をなくす啓発期間」の設定と啓発事業（継続）（男女共同参画課）
DV被害者が自ら被害に気付き、安心して周りの人に相談できる環境づくりとDVを許さ

ない社会づくりを推進するため、啓発期間を定め啓発事業を実施した。

② 若年層を対象にした啓発事業（継続）（男女共同参画課、学校教育課）
高校生を中心に、京都府教育委員会が作成した「人権学習実践事例集」やデートDV予防

のための啓発資料等を活用した人権学習を行った。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
代表者会議 平成２７年７月１６日
啓発部会・相談部会 平成２７年８月７日
保護・自立支援部会 平成２８年３月予定
「DV被害者支援シンポジウム２０１５」

平成２７年１１月２日

代表者会議 平成２６年７月２４日
啓発部会・相談部会 平成２６年８月１５日
保護・自立支援部会 平成２７年１月２９日
「DV被害者支援シンポジウム２０１４」

平成２６年１１月６日

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
啓発期間
平成２７年１１月１２日～２５日を中心とする期間
啓発事業
（１）DV啓発冊子及び啓発グッズを作成し、府民約

１０，０００名に対して街頭啓発を実施
（２）DVを考えるつどいの開催（府内２箇所）

宮津市 平成２７年１１月１３日 参加者２２名
久御山町 平成２８年２月３日 参加者７４名

（３）京都タワーのパープルライトアップの実施
平成２７年１１月１２日
女性に対する暴力根絶運動のシンボル「パー
プルリボン」にちなんで、京都市との共催によ
り、京都タワーを紫色にライトアップすると
ともに、街頭啓発を実施。

啓発期間
平成２６年１１月１２日～２５日を中心とする期間
啓発事業
（１）DV啓発冊子及び啓発グッズを作成し、府民約

１０，０００名に対して街頭啓発を実施
（２）DVを考えるつどいの開催（府内２箇所）

大山崎町 平成２７年２月２６日 参加者 ４６名
京丹後市 平成２７年２月１０日 参加者１７２名

（３）京都タワーのパープルライトアップの実施
平成２６年１１月１４日
女性に対する暴力根絶運動のシンボル「パー
プルリボン」にちなんで、京都市との共催によ
り、京都タワーを紫色にライトアップすると
ともに、街頭啓発を実施。



－６１－

（３）セクシュアル・ハラスメント及び性犯罪の防止
セクシュアル・ハラスメント等の女性の人権侵害の予防啓発や、子どもや女性に対する性

犯罪対策等を進める。

① 男女共同参画センター相談事業（継続・再掲）（男女共同参画課）

② 青少年社会環境浄化推進事業 （継続・再掲）（青少年課）

③ 犯罪被害者等支援活動事業（継続・再掲）（安心・安全まちづくり推進課、警察本部警務課）

④ 女性の視点を一層反映した警察運営の推進（継続・再掲）（警察本部警務課）

⑤ 「女性の力」を活かした治安対策推進事業（継続・再掲）（警察本部警務課）



－６２－

（１）男女の生活スタイルやライフステージに応じた保健・医療、福祉の推進
誰もが生涯にわたって心身の健康を保持・増進できるよう、男女の生活スタイルや人生の

各時期（ライフステージ）に応じた保健・医療、福祉の体制整備とサービスの充実を図る。

① 老人福祉施設整備費補助（継続）（高齢者支援課）
特別養護老人ホーム等福祉施設整備に対して助成した。

② 高齢者くらしのサポート事業（継続）（高齢者支援課）
高齢者が住み慣れた地域で安心・安全に生活し、暮らしに必要なサービス等を利用できる

よう、必要な支援を行った。

③ 新地域包括ケア総合交付金（継続）（高齢者支援課）
医療・介護・福祉サービスが一体的に受けられる地域包括ケアの実現に向けて、市町村及

び団体が実施する事業に対して支援した。

④ 認知症疾患医療センターの設置（継続）（高齢者支援課）
認知症の早期発見や専門的な診断、適切な入退院対応など、医療・介護・福祉の連携によ

る支援体制の強化を図るため、認知症疾患医療センターを設置した。

１０ 生涯を通じた男女の健康支援

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
継 続特別養護老人ホーム ２箇所 ４０９，３７５千円

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果

継 続

（１）介護予防安心住まい推進事業
住宅改修助成 １３市町村 ６，６３１千円

（２）福祉有償運送支援事業
車両購入助成 ８団体 ６，８９２千円

（３）運転協力者講習 ７回

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
継 続２３市町村 ２１団体

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
継 続設置箇所 ８箇所



－６３－

⑤ 高齢者あんしんサポートハウス整備事業（継続）（高齢者支援課）
自立生活がやや困難な高齢者が、負担が少なく見守りや食事のサービス提供を受けなが

ら、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための高齢者福祉施設整備に対して助成した。

⑥ 子育て支援医療費助成事業（継続・再掲）（医療企画課）

⑦ 福祉医療制度の充実等検討（継続・再掲）（医療企画課）

⑧ がん対策推進事業（継続）（健康対策課）
女性がんについて早期発見・早期治療につなげるための重点的な啓発及びがん登録事業を

実施した。

⑨ エイズ・肝炎等対策事業（継続）（健康対策課）
エイズ患者・HIV感染者のうち患者・感染者が多い２０代、３０代の若年層に対する効果的な
予防啓発の実施や医療体制の充実、府民の利便性に配慮した検査・相談体制の強化、予防及
び早期発見・早期治療を推進した。

⑩ 小児救急医療体制整備事業（継続・再掲）（医療課）

⑪ 在宅医療連携体制整備推進事業（継続）（医療課）
高齢化の進展等に伴い、今後需要の増大が見込まれる在宅医療について地域における体

制づくりを推進した。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果

継 続
高齢者あんしんサポートハウス ２箇所
計２４１，４５８千円

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
（１）乳がんピンクリボン活動、子宮頸がん検診啓

発活動ライトアップの実施
（京都タワー・府庁旧本館 ほか）

（２）府健診受診促進キャンペーンと連携した街頭
啓発等の実施

（３）子宮頸がん検診プロジェクト啓発イベントの
実施

（４）がん登録事業の実施

（１）乳がんピンクリボン活動ライトアップの実施
（京都タワー・府庁旧本館 ほか）

（２）府健診受診促進キャンペーンと連携した街頭
啓発等の実施

（３）子宮頸がん検診プロジェクト、啓発イベント
の実施の立ち上げ

（４）がん登録事業の実施

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果

継 続

（１）若者向け予防教育従事者研修会開催 ２４２名
（２）参加型研修会・講習会の開催 ３３回
（３）エイズ等予防啓発ボランティアの養成

養成人数 ２０名
（４）「京都ヒューマンフェスタ２０１４」でのブース出

展、啓発資材の配布等

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果

継 続
訪問看護ステーション支援事業の実施
対象事業 ２０事業所 補助額 ４，６１３千円



－６４－

（２）安心・安全な妊娠・出産の支援
安心・安全に妊娠・出産ができるように、周産期医療や相談体制の整備、経済的負担の軽

減等を進める。

① 不妊治療等給付事業助成（継続）（子育て政策課）
不妊治療及び不育症治療を受けている方に対して、その治療に要する経費の一部を助成

した。

② 妊娠出産・不妊ほっとコール（継続）（子育て政策課）
「妊娠出産・不妊ほっとコール」の運営を実施した。

③ 少子化対策総合戦略事業（継続・一部新規・再掲）
２６年度実施（男女共同参画課・医療企画課・少子化対策課・子育て政策課・家庭支援課）
２７年度実施（文教課・医療企画課・少子化対策課・子育て政策課・家庭支援課・住宅課・
学校教育課・社会教育課）

④ 総合周産期母子医療センター運営助成（継続）（医療課）
京都第一赤十字病院に設置された「総合周産期母子医療センター」の運営に対して助成し

た。

⑤ 周産期医療システム運営（継続）（医療課）
総合周産期母子医療センターの運営に併せ、周産期医療情報システムの運営に対して助

成した。

⑥ 地域周産期母子医療センター運営助成（継続）（医療課）
府内各地域における周産期医療を確保するため、地域周産期母子医療センターの運営に

要する経費を助成し、周産期医療体制の充実・強化を図った。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
（１）不妊治療等

ア．一般不妊治療 イ．男性不妊治療
ウ．不育症治療

（２）特定不妊治療

（１）不妊治療 ５，５８１件
助成額 ６９，４２４千円

（２）特定不妊治療 １，３７７件
助成額 １６９，６６０千円

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
継 続相談件数 １５９件

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果

継 続

助成額 ３１，７９０千円
患者数 MFICU（母体胎児集中治療室）８，６２０名

NICU（新生児集中治療室） ３，２９２名
GCU（新生児治療回復室） ４，９１４名

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果

継 続
助成額 １９，１１０千円
システム取扱件数 新生児 ８５５件 母体 ４００件



－６５－

（３）心身と健康についての正しい知識の普及・啓発
性別にかかわらず誰もが生涯にわたって健康を保持・増進できるように、心身と健康につ

いての正しい知識の普及・啓発を進める。

① 京都女性スポーツフェスティバル等開催助成事業（継続）（スポーツ振興課）
「KYOのあけぼのプラン」の趣旨を生かし、女性スポーツの振興と健康の増進を図るため、

京都女性スポーツフェスティバル事業に助成した。

② スポーツ振興事業（継続）（スポーツ振興課）

③ きょうとお達者呼びかけ隊事業（継続）（高齢者支援課）
「きょうとお達者情報」第３０号～第３１号を送付し、介護予防事業等の啓発活動を実施した。

④ 府民健康づくり運動推進事業（継続）（健康対策課）
生活習慣病の増加など府民の健康課題解決のため、「きょうと健やか２１」（総合的な府民の
健康づくり指針）を基に、府民の自主的な健康づくり運動を推進した。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果

継 続
助 成 額 ４，３００千円
実施競技数 １１競技 参加者数 約５，０００名

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果

継 続
実施主体 島津アリーナ京都（府立体育館）
実施回数 １１事業 延べ ３８７回
参加者数 延べ ２４，２２６名

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
継 続送付先数 ２５市町村 ８１団体

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果

継 続

（１）講演会、シンポジウム等の開催 ２２回
（２）たばこ対策に関する健康教育への講師派遣

４５回
（３）食情報提供事業協力店数 ５６７店
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（１）推進体制の整備
府における男女共同参画の推進体制や市町村等との連携体制を整備する。

① 男女共同参画審議会（継続）（男女共同参画課）
男女共同参画に関する重要事項の調査審議等を行う男女共同参画審議会を開催した。

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
開催日 平成２７年６月３日
議 題 「「輝く女性応援京都会議」について」

「KYOのあけぼのプラン（第３次）の施策
見直しについて」

第１回施策見直し検討部会
開催日 平成２７年８月１９日
議 題 「部会長の選任について」

「施策見直しの進め方・方向性について」
「施策見直し検討（Ⅱ安心・安全な府民生
活の実現）」

第２回施策見直し検討部会
開催日 平成２７年９月８日
議 題 「「女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律」について」
「施策見直し検討（Ⅰあらゆる分野におけ
る女性の活躍）」

第３回施策見直し検討部会
開催日 平成２７年１０月７日
議 題 「部会長の選任について」

「施策見直し検討（Ⅲ男女共同参画社会の
実現に向けた基盤の整備）」

第４回施策見直し検討部会
開催日 平成２７年１１月４日
議 題 「KYOのあけぼのプラン（第３次）施策見

直し（中間案）について」
開催日 平成２７年１１月９日
議 題 「KYOのあけぼのプラン（第３次）施策見

直し（中間案）について」
開催日 平成２７年２月２５日
議 題 「KYOのあけぼのプラン（第３次）施策見

直し（最終案）について」
「京都女性活躍応援計画（仮称）について」
「平成２８年度予算について」

開催日 平成２７年２月１７日
議 題 「「輝く女性応援京都会議」（仮称）発足に

ついて」
「KYOのあけぼのプラン（第３次）の平成
２５年度実績の評価について」
「平成２７年度施策について」

○推進体制の整備に係る施策の実施状況
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② 男女共同参画推進本部の運営（継続）（男女共同参画課）
男女共同参画推進会議を開催した。

③ 男女共同参画に関する意見交換会（継続・再掲）（男女共同参画課）

④ 市町村担当課長会議（継続）（男女共同参画課）

⑤ 京都雇用創出活力会議ワーク・ライフ・バランス推進戦略本部会議（継続・再掲）
（男女共同参画課）

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果

継 続

開催日 平成２６年１２月９日
講 演 女性が輝く社会の実現に向けて
議 題 「女性の活躍促進に関する国の方向性」

「京都府の取組」
・輝く女性応援会議in京都
・「輝く女性応援京都会議」
・審議会等への女性登用

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
開催日 平成２７年４月２７日
議 題 「国・府における女性活躍促進について」

「平成２７年度京都府男女共同参画・DV対
策関連予算・事業について」

開催日 平成２６年６月１３日
議 題 「平成２６年度京都府男女共同参画・DV対

策関連予算事業について」
「「配偶者等からの暴力の防止及び被害者
の保護・自立支援に関する計画の改定（第
３次）」について」
「被災時の男女共同参画に係る支援体制
づくりについて」
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平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
継 続０件

（２）男女共同参画センターの機能の充実
府男女共同参画センターの機能の充実を図る。

① 男女共同参画センター運営費補助（継続）（男女共同参画課）
府男女共同参画センターの円滑な運営を図るため、施設を貸与するとともに、職員の人件

費等を補助した。

② 京都府市町村男女共同参画センターネットワーク会議（継続）
（男女共同参画センター）（男女共同参画課）

府男女共同参画センターと市町村及び市町村男女共同参画センター相互の交流と情報交
換を図ることにより、今後の事業展開等、それぞれの取組を一層推進するため開催した。

男女共同参画の推進に必要な調査研究を実施する。

① 府及び市町村推進状況調査（継続）（男女共同参画課）
内閣府の調査に合わせて市町村における男女共同参画の推進状況について調査した。

男女共同参画の推進に関する施策等についての苦情に適切に対応する。

① 苦情処理の受付・処理（継続）（男女共同参画課）
条例及び要綱に基づき、苦情の受付・処理をした。

○調査研究に係る施策の実施状況

○苦情の処理等に係る施策の実施状況

平成２７年度実施状況平成２６年度実施結果
（１）開催日 平成２８年２月１９日（福知山市内）

平成２８年２月２３日（京都テルサ）
（２）講座（講義・ワーク）

・京都府男女共同参画センターの取組
・避難場所設営体験

（３）実践的セミナー
・府男女共同参画センターの新たな役割と男
女共同参画における市町村連携のあり方
（府立大学と協働調査研究）

（１）開催日 平成２６年８月２０日
（２）講義・ワーク
・男女共同参画センターにおける事業評価の意
義

・事業（自己）評価の実際と留意点
（３）取組報告
・男女共同参画の視点で防災支援事業

（４）参加者 １５名
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京都府男女共同参画推進条例 （平成16年4月1日公布・施行）

前 文
我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等

がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が着実に進め
られてきたが、依然として、性に起因する暴力や性別による固
定的な役割分担等を背景とした差別的取扱いなどの課題が残
されている。
一方、少子高齢化の進展、家庭や地域を取り巻く環境の変

化、経済活動の成熟化等の社会経済情勢の急速な変化に対応し
ていく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分か
ち合い、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共
同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。
京都では、古くから文学等において女性が活躍するなど、男

女による様々な社会活動・生産活動が多様な歴史文化を培って
きたところであり、さらに、美しい自然や学術研究機能の集積
など未来に開かれたすばらしい発展力を有しており、このよう
な地域特性を生かしながら、これを次世代に継承し、発展させ
ていくことのできる男女共同参画社会を築いていくことが求
められている。
男女共同参画社会の実現に向けた取組は、人と人との絆を大

きずな

切にし、家庭を営む男女にあっては相互に家庭を大切にしなが
ら、家庭や学校、職域、地域等あらゆる場において、男女が心
と心で結びあい、支え合いながら、また、男女の違いを認め合
いながら、お互いの存在を高め合い、心豊かな関係を築いてい
く上で重要である。
このような認識の下に、私たちは男女共同参画社会の実現を

強く念願し、男女共同参画社会基本法の趣旨を踏まえ、男女共
同参画の推進に関し基本理念等を定め、その取組を府、府民及
び事業者が一体となって総合的かつ計画的に推進するため、こ
の条例を制定する。

（目的）
第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を
定め、府、府民及び事業者の責務を明らかにするとともに、
府の施策の実施に関し必要な事項を定めることにより、男女
共同参画を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

（定義）
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。

（１）男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自
らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に
参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、
経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、
かつ、共に責任を担うべきことをいう。

（２）積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の
格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいず
れか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをい
う。

（３）セクシュアル・ハラスメント 相手の意に反する性的な
言動により相手方の生活環境を害すること又は相手の
意に反する性的な言動に対する相手方の対応によって
その者に不利益を与えることをいう。

（４）ドメスティック・バイオレンス 夫婦間及び恋愛関係に
ある男女間その他の密接な関係にある男女間で行われ
る暴力的行為（暴力その他心身に有害な影響を及ぼす言
動をいう。以下同じ。）をいう。

第１章 総則

（基本理念）
第３条 男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重
んじられること、男女が性別による差別的取扱いを受けない
こと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されるこ
とその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われ
なければならない。
２ 男女共同参画の推進に当たっては、社会における制度又は
慣行が、男女の社会における自由な活動の選択を阻害するこ
とのないよう配慮されなければならない。
３ 男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な構成員とし
て、府の施策又は民間の団体における方針の立案及び決定に
共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われ
なければならない。
４ 男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相互の協
力と子どもを安心して生み、育てることができる環境整備な
どに向けた社会の支援の下に、子どもの養育、家族の介護そ
の他の家庭生活における活動について家族の一員としての
役割を円滑に果たし、かつ、自らの意思によって当該活動以
外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行
われなければならない。
５ 男女共同参画の推進は、男女が互いの性についての理解を
深め、妊娠又は出産に関する事項について双方の意思が基本
的に尊重されること及び生涯を通じて健康な生活を営むこ
とができるようにすることを旨として、行われなければなら
ない。
６ 男女共同参画の推進は、国際社会における取組と密接な関
係を有していることにかんがみ、国際的協調の下に行われな
ければならない。

（府の責務）
第４条 府は、前条に定める男女共同参画の推進についての基
本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同
参画の推進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同
じ。）を総合的に策定し、及び実施するものとする。
２ 府は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たって
は、府民、事業者、市町村、他の都道府県、国等と連携し、
及び協働して取り組むよう努めなければならない。

（府民の責務）
第５条 府民は、男女共同参画について理解を深め、家庭、学
校、職域、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本
理念にのっとり、男女共同参画を推進するよう努めなければ
ならない。
２ 府民は、府が実施する男女共同参画の推進に関する施策に
協力するよう努めなければならない。

（事業者の責務）
第６条 事業者は、男女共同参画社会づくりを担う主要な構成
員であるとの自覚の下に、その事業活動に際し、男女共同参
画を推進するよう努めなければならない。
２ 事業者は、府が実施する男女共同参画の推進に関する施策
に協力するよう努めなければならない。

（男女共同参画計画）
第７条 知事は、男女共同参画社会基本法（平成１１年法律第
７８号）第１４条第１項に規定する都道府県男女共同参画計
画（以下「男女共同参画計画」という。）を定めるに当たっ
ては、京都府男女共同参画審議会の意見を聴くとともに、府

第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策等
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民の意見を反映することができるよう適切な措置を講じる
ものとする。

２ 前項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。

（積極的改善措置）
第８条 府は、事業者及び府民による積極的改善措置に係る取
組が適正に促進されるよう情報提供、相談、助言その他の必
要な支援を行うものとする。

２ 府は、附属機関その他これに準じるものにおける男女の委
員の数の均衡を図るなど、自ら積極的改善措置に取り組むも
のとする。

（雇用の分野における男女共同参画の推進等）
第９条 事業者は、基本理念にのっとり、雇用の場において、
次に掲げる取組を行うよう努めなければならない。

（１）男女が個人として能力を発揮する機会が確保される取
組

（２）セクシュアル・ハラスメントの防止のための取組
（３）職業生活と家庭生活における活動の両立を支援する取

組
２ 府は、事業者が行う前項の取組を支援するため、情報提
供、相談、助言その他の必要な措置を講じるものとする。

３ 府は、男女が個人として能力を発揮する機会の確保のた
め、生涯を通じた職業能力の形成及び開発、円滑な再就職並
びに起業を支援するために必要な措置を講じるものとする。

（個人で営む事業における男女共同参画の推進）
第１０条 府は、農林水産業、商工業等の分野における個人で
営む事業において、男女共同参画が推進されるよう、啓発、
相談その他の必要な環境整備を行うものとする。

（家庭生活に関する支援）
第１１条 府は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の
支援の下に、子どもの養育、家族の介護その他の家庭生活に
おける活動について家族の一員としての役割を円滑に果た
すことができるよう、保育・介護サービス等の充実、情報提
供その他の必要な措置を講じるものとする。

（京都における文化及び産業の振興）
第１２条 府は、男女がその持てる力を十分に発揮し、京都に
おける文化及び産業の振興に寄与できるよう、府民の交流機
会の充実その他の必要な措置を講じるものとする。

（府民等の活動の促進）
第１３条 府は、府民及び特定非営利活動促進法（平成１０年
法律第７号）第２条第２項に規定する特定非営利活動法人そ
の他の民間の団体が行う男女共同参画の推進のための活動
を促進するため、これらのものとの連携及び協働に努めると
ともに、情報提供その他の必要な措置を講じるものとする。

（性別による人権侵害の禁止）
第１４条 何人も、あらゆる場において、性別による差別的取
扱い、ドメスティック・バイオレンス、セクシュアル・ハラ
スメントその他の行為により男女の人権を侵害してはなら
ない。

２ 府は、前項の行為の防止に努めるとともに、被害を受けた
者に対し必要な支援措置を講じるものとする。

（情報に関する留意事項）
第１５条 何人も、公衆に表示する情報において、男女間にお
ける暴力的行為を助長し、又は連想させる表現及び過度の性
的な表現を行わないよう努めなければならない。

（府民等の理解を深めるための措置）
第１６条 府は、男女共同参画の推進に関する正しい理解が深
まるよう、適切な広報及び啓発を行うとともに、教育及び学
習の充実その他の必要な措置を講じるものとする。
２ 府は、情報が社会に及ぼす影響にかんがみ、府民が、男女
共同参画の視点から情報を正しく理解するための能力の向
上を図ろうとする取組に対し、必要な支援措置を講じるもの
とする。

（推進体制の整備）
第１７条 府は、男女共同参画の推進に関する活動の拠点施設
の機能の充実を図る等、必要な推進体制を整備するものとす
る。

（財政上の措置）
第１８条 府は、男女共同参画の推進に関する施策を実施する
ために必要な財政上の措置を講じるものとする。

（調査研究）
第１９条 府は、男女共同参画の推進に関する施策の策定及び
実施に必要な調査研究を推進するものとする。

（施策の実施状況等の公表）
第２０条 知事は、毎年、男女共同参画の推進に関する施策の
実施状況等を取りまとめ、公表するものとする。

（苦情処理等）
第２１条 府は、府が実施する男女共同参画の推進に関する施
策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼす施策についての
府民又は事業者からの苦情の適切な処理に努めるものとす
る。
２ 府は、前項の規定による苦情の処理に当たって、特に必要
があると認めるものについては、京都府男女共同参画審議会
の意見を聴くものとする。
３ 府は、男女共同参画の推進を阻害する行為に係る府民又は
事業者からの相談について、関係機関と協力して適切に対応
するため、相談体制の充実その他の必要な措置を講じるもの
とする。

（京都府男女共同参画審議会）
第２２条 第７条及び前条第２項に規定する事項のほか、知事
の諮問に応じ男女共同参画の推進に関する重要事項の調査
審議を行わせるため、京都府男女共同参画審議会（以下「審
議会」という。）を置く。
２ 審議会は、前項の規定による調査審議のほか、男女共同参
画の推進に関する事項について、知事に建議することができ
る。
３ 審議会は、委員１５人以内で組織する。
４ 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の１０分の
４未満であってはならない。
５ 委員は、学識経験を有する者その他適当と思われる者のう
ちから、知事が任命する。
６ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
７ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し
必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成１６年４月１日から施行する。ただし、第
７条、第２１条第２項及び第２２条の規定は、平成１６年６月
１日から施行する。

第３章 京都府男女共同参画審議会
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（趣旨）
第１条 京都府男女共同参画推進条例（平成１６年京都府条例第１０号。以下「条例」という。）
第２１条に定める府が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及
ぼす施策についての苦情の処理は、この要綱の定めるところによる。

（申出者）
第２条 苦情の申出を行う者は、府の区域内に住所を有するもの（府内の事務所又は事業所に勤務する
個人、府内の学校に在学する個人並びに府内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
を含む。）とする。

（申出の受付）
第３条 苦情の申出に関する受付事務は、府民労働部女性政策課（以下「女性政策課」という。）におい
て行うものとする。

（申出の方法）
第４条 苦情の申出は、男女共同参画施策苦情処理申出書（別記第１号様式（略））又は次に掲げる事項
を明記した書面を女性政策課に提出することにより行うものとする。
（１）申出者の氏名、住所（法人その他の団体にあっては、その名称、府内の主たる事務所又は事業所

の所在地及び代表者の氏名）及び電話番号
（２）苦情に関する府の施策
（３）苦情の内容及び理由
（４）申出の年月日
（５）府の区域内に住所を有していない場合は、勤務する事務所名若しくは事業所名又は在学する学校

名
２ 前項の書面の提出は、郵送、ファクシミリ及び電子メールにより行うことができる。また、特別の
事情があると認められる場合は、口頭により申出を行うことができる。

（申出の送付）
第５条 女性政策課が苦情の申出を受け付けたときは、当該苦情の申出に関する施策を担当する課又は
室（以下「施策担当課等」という。）に男女共同参画施策苦情処理申出受付書（別記第２号様式（略））
を送付するものとする。
２ 施策担当課等が、直接苦情の申出を受け付けた場合においては、男女共同参画施策苦情処理申出受
付連絡書（別記第３号様式（略））を女性政策課に送付するものとする。

（申出の処理）
第６条 苦情の申出に対する処理は、施策担当課等が責任を負う。
２ 苦情の申出に対する処理を行うに当たって、専門的な意見を聴く必要があると認めるときは、 京
都府男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。

（個人情報の保護）
第７条 苦情の申出の処理に当たっては、個人情報の保護に留意するものとする。
（回答）
第８条 苦情の申出に対する回答に当たっては、女性政策課と事前に協議の上、施策担当課等が行うも
のとする。
２ 苦情の申出に対する回答は、原則として、苦情を受け付けた日から３０日以内に行うものとする。
（報告及び公表）
第９条 施策担当課等は、男女共同参画施策苦情処理申出処理結果報告書（別記第４号様式（略））によ
り、苦情の申出に対する処理結果を女性政策課に報告するものとする。
２ 女性政策課は、苦情の申出の処理結果の概要を府民に公表するものとする。
（他制度との関係）
第１０条 府が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼす施策
についての苦情の申出が、他の制度に基づき行われた場合は、その処理に当たっては、本要綱による
事務処理も併せて行うものとする。
附 則
この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。

京都府男女共同参画施策苦情等事務処理要綱
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府内市町村の状況（主要事項）
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